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 第１号議案 
 

    令和７年度栃木県一般会計予算 
 

 

  令和７年度栃木県の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ924,200,000千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

  （継続費） 

 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表継続費」による。 

 

 （債務負担行為） 

 

第３条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第３表債務負担行為」による。 

 

（地方債） 

 

第４条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表地方 

 

債」による。 

 

  （一時借入金） 

 

 第５条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、150,000,000千円と定める。 

 

  （歳出予算の流用） 

 

 第６条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。 
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  各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費 

 

 の各項の間の流用 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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（単位千円） 

第１表  

款 

歳 入 歳 出 予 算 

項 金 額 

歳 入 

歳 入 歳 出 予 算

1 県 税 273,000,000

1 県 民 税 91,182,000

2 事 業 税 72,085,000

3 地 方 消 費 税 42,604,000

4 不 動 産 取 得 税 5,452,000

5 県 た ば こ 税 2,411,000

6 ゴ ル フ 場 利 用 税 2,180,000

8 軽 油 引 取 税 20,484,000

9 自 動 車 税 36,573,000

10 鉱 区 税 7,700

11 狩 猟 税 21,000

12 旧 法 に よ る 税 300
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款 項 金 額 

2 地 方 消 費 税 清 算 金 109,836,000

1 地 方 消 費 税 清 算 金 109,836,000

3 地 方 譲 与 税 46,100,000

1 特 別 法 人 事 業 譲 与 税 43,000,000

2 地 方 揮 発 油 譲 与 税 2,500,000

3 石 油 ガ ス 譲 与 税 100,000

4 自 動 車 重 量 譲 与 税 400,000

5 森 林 環 境 譲 与 税 100,000

4 地 方 特 例 交 付 金 1,300,000

1 地 方 特 例 交 付 金 1,300,000

5 地 方 交 付 税 151,000,000

1 地 方 交 付 税 151,000,000

6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 600,000

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 600,000

7 分 担 金 及 び 負 担 金 4,492,199
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歳 入 歳 出 予 算

1 負 担 金 4,492,199

8 使 用 料 及 び 手 数 料 9,878,988

1 使 用 料 6,740,507

2 手 数 料 3,138,481

9 国 庫 支 出 金 95,640,023

1 国 庫 負 担 金 47,285,616

2 国 庫 補 助 金 45,332,003

3 委 託 金 3,022,404

10 財 産 収 入 1,685,256

1 財 産 運 用 収 入 866,299

2 財 産 売 払 収 入 818,957

11 寄 附 金 95,862

1 寄 附 金 95,862

12 繰 入 金 31,262,374

1 特 別 会 計 繰 入 金 365,552

2 基 金 繰 入 金 30,896,822
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款 項 金 額 

13 繰 越 金 1,000,000

1 繰 越 金 1,000,000

14 諸 収 入 139,109,298

1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 等 281,310

2 県 預 金 利 子 251

3 貸 付 金 元 利 収 入 123,611,441

4 受 託 事 業 収 入 951,298

5 収 益 事 業 収 入 11,610,604

7 雑 入 2,654,394

15 県 債 59,200,000

1 県 債 59,200,000

歳 入 合 計 924,200,000
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（単位千円） 歳 出 

款 項 金 額 

歳 入 歳 出 予 算

1 議 会 費 1,571,267

1 議 会 費 1,571,267

2 総 務 費 42,927,120

1 総 務 管 理 費 19,276,947

2 企 画 費 5,179,229

3 徴 税 費 10,117,660

4 市 町 村 振 興 費 2,283,428

5 選 挙 費 976,620

6 防 災 費 3,388,646

7 統 計 調 査 費 1,362,169

8 人 事 委 員 会 費 159,288

9 監 査 委 員 費 183,133

3 民 生 費 116,883,467
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款 項 金 額 

1 社 会 福 祉 費 67,714,583

2 児 童 福 祉 費 43,092,238

3 生 活 保 護 費 3,425,525

4 災 害 救 助 費 20,273

5 県 民 生 活 費 2,630,848

4 衛 生 費 67,232,036

1 公 衆 衛 生 費 37,347,139

2 環 境 衛 生 費 2,595,529

3 保 健 所 費 2,257,857

4 医 薬 費 16,351,098

5 病 院 費 4,434,830

6 環 境 対 策 費 4,245,583

5 労 働 費 1,893,981

1 労 政 費 257,073

2 職 業 訓 練 費 1,409,240
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歳 入 歳 出 予 算

3 失 業 対 策 費 118,527

4 労 働 委 員 会 費 109,141

6 農 林 水 産 業 費 36,572,497

1 農 業 費 11,546,255

2 畜 産 業 費 3,485,721

3 農 地 費 10,796,432

4 林 業 費 9,913,779

5 水 産 業 費 764,355

6 自 然 保 護 費 65,955

7 商 工 費 128,979,335

1 商 工 費 127,573,750

2 観 光 費 1,405,585

8 土 木 費 76,832,585

1 土 木 管 理 費 4,386,333

2 道 路 橋 り ょ う 費 42,725,266

3 河 川 費 17,790,813

13

0251810
テキストボックス




款 項 金 額 

4 都 市 計 画 費 9,195,163

5 住 宅 費 2,735,010

9 警 察 費 47,856,281

1 警 察 管 理 費 46,251,024

2 警 察 活 動 費 1,605,257

10 教 育 費 188,185,038

1 教 育 総 務 費 30,184,636

2 小 学 校 費 61,107,955

3 中 学 校 費 36,643,759

4 高 等 学 校 費 37,160,693

5 特 別 支 援 学 校 費 15,773,749

6 社 会 教 育 費 2,188,652

7 保 健 体 育 費 5,125,594

11 災 害 復 旧 費 2,623,673

1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 252,895
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歳 入 歳 出 予 算

2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 2,340,000

3 県 有 施 設 等 災 害 復 旧 費 30,778

12 公 債 費 99,853,520

1 公 債 費 99,853,520

13 諸 支 出 金 112,289,200

1 地 方 消 費 税 清 算 金 44,039,000

2 利 子 割 交 付 金 156,000

3 地 方 消 費 税 交 付 金 55,274,000

4 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 1,543,000

6 自 動 車 取 得 税 交 付 金 200

8 配 当 割 交 付 金 1,778,000

9 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 3,018,000

10 環 境 性 能 割 交 付 金 1,131,000

11 法 人 事 業 税 交 付 金 5,350,000

14 予 備 費 500,000

1 予 備 費 500,000
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款 項 金 額 

歳 出 合 計 924,200,000
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第２表 継   続   費                                                       （単位千円） 

款 項 事         業        名 総         額 年      度 年   割   額 

2 総     務     費 1 総    務    管    理    費 芳 賀 青 年 の 家 解 体 工 事 費 275,480 令和７年度 110,192 

令和８年度 165,288 

2 企     画     費 県 庁 舎 周 辺 整 備 検 討 事 業 費 21,967 令和７年度 15,816 

令和８年度 6,151 

 

「 文 化 と 知 」 の 創 造 拠 点 

整 備 推 進 事 業 費 

154,119 令和７年度 82,056 

令和８年度 63,003 

令和９年度 9,060 

4 衛     生     費 6 環    境    対    策    費 

 

栃 木 警 察 署 省 エ ネ 設 備 整 備 費 

 

80,025 令和７年度 40,013 

令和８年度 40,012 

 

足 利 警 察 署 省 エ ネ 設 備 整 備 費 

 

72,897 令和７年度 36,449 

令和８年度 36,448 

 

那須塩原警察署省エネ設備整備費 

 

 

80,025 令和７年度 40,013 

令和８年度 40,012 
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款 項 事         業        名 総         額 年      度 年   割   額 

9 警     察     費 1 警    察    管    理    費 大 田 原 警 察 署 庁 舎 設 計 費 211,184 令和７年度 105,592 

令和８年度 105,592 

10 教     育     費 4 高  等  学  校  費 

 

鹿 沼 南 高 ・ 鹿 沼 商 工 高 

新 校 実 習 棟 整 備 費 

2,017,897 令和７年度 201,790 

令和８年度 1,210,739 

令和９年度 605,368 

 

鹿 沼 南 高 ・ 鹿 沼 商 工 高 

新 校 受 変 電 設 備 改 修 費 
258,933 令和７年度 103,573 

令和８年度 155,360 

 

今市高・今市工業高・日光明峰高 

新 校 大 教 室 等 整 備 費 
528,131 令和７年度 6,005 

令和８年度 522,126 

 

栃 木 農 業 高 ・ 栃 木 工 業 高 ・ 

栃木商業高新校新校舎等設計費 
369,864 令和７年度 73,972 

令和８年度 184,932 

令和９年度 110,960 

 

真 岡 北 陵 高 ・ 真 岡 工 業 高 

新 校 受 変 電 設 備 整 備 費 

 

 

 

223,072 令和７年度 55,768 

令和８年度 111,536 

令和９年度 55,768 
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真 岡 北 陵 高 ・ 真 岡 工 業 高 

新 校 農 場 改 修 費 
 

135,124 令和７年度 67,562 

令和８年度 67,562 

 

那 須 拓 陽 高 ・ 那 須 清 峰 高 

新 校 本 館 棟 設 備 整 備 費 
 

82,958 令和７年度 8,296 

令和８年度 74,662 
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第３表 債 務 負 担 行 為                                                                                                                （単位千円） 

事                      項 期 間 限 度 額 

公 有 財 産 管 理 ・ 県 有 施 設 最 適 化 シ ス テ ム 更 新 費 令和８年度 64,343 

自 動 車 税 種 別 割 納 税 通 知 書 等 封 入 封 緘 業 務 委 託 料 令和８年度 12,827 

 

地 方 債 証 券 の 共 同 発 行 に よ っ て 生 じ る 連 帯 債 務 

（ 令 和 ７ 年 度 発 行 分 ） 

 

 

令和７年度から令和17年度まで 
 

共同発行市場公募地方債（グリーンボンド）に係る 

債務負担総額130,000,000千円から本県負担額を控 

除して得た額及びこれに対する利息の合計額相当額 

地 震 被 害 想 定 調 査 等 事 業 令和８年度 15,600 

栃木県環境保全公社の事業資金借入金に対する損失補償  1,000,000 

森 林 路 網 整 備 事 業 令和８年度 15,000 

県 単 治 山 事 業 令和８年度 30,000 

自 然 公 園 等 施 設 整 備 事 業 （ 県 単 ） 令和８年度 5,000 

 

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の 経 営 安 定 資 金 融 資 保 証 

に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ７ 年 度 融 資 保 証 分 ） 

 

 

経営安定資金融資額のうち、栃木県信用保証協会が 

債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から 

中小企業信用保険法第５条の規定により、支払いを 

受けた保険金の額を控除した額（責任共有制度にお 

ける負担金方式の場合は当該額に0.8を乗じた額） 

の３分の２に相当する額 

 

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の 創 業 支 援 資 金 融 資 保 証 
 

 
 

創業支援資金融資額のうち、栃木県信用保証協会が 
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事                      項 期 間 限 度 額 

 

に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ７ 年 度 融 資 保 証 分 ） 

 

 

債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から 

中小企業信用保険法第５条の規定により、支払いを 

受けた保険金の額を控除した額（責任共有制度にお 

ける負担金方式の場合は当該額に0.8を乗じた額） 

の２分の１に相当する額 

 

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の 新 事 業 開 拓 支 援 資 金 融 資 保 証 

に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ７ 年 度 融 資 保 証 分 ） 

 

 

新事業開拓支援資金融資額のうち、栃木県信用保証 

協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済 

額から中小企業信用保険法第５条の規定により、支 

払いを受けた保険金の額を控除した額（責任共有制 

度における負担金方式の場合は当該額に0.8を乗じ 

た額）の２分の１に相当する額 

 

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の 経 営 改 善 資 金 融 資 保 証 

に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ７ 年 度 融 資 保 証 分 ） 

 

 

経営改善資金融資額のうち、栃木県信用保証協会が 

債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から 

中小企業信用保険法第５条の規定により、支払いを 

受けた保険金の額を控除した額（責任共有制度にお 

ける負担金方式の場合は当該額に0.8を乗じた額） 

の３分の１に相当する額 

 

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の 経 営 サ ポ ー ト 資 金 融 資 保 証 

に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ７ 年 度 融 資 保 証 分 ） 

 

 

経営サポート資金融資額のうち、栃木県信用保証協 

会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額 

から中小企業信用保険法第５条の規定により、支払 

いを受けた保険金の額を控除した額（責任共有制度 

における負担金方式の場合は当該額に0.8を乗じた 

額）の３分の１に相当する額（ただし、借換融資の 

うちサポート借換に限る。） 

 

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の 小 規 模 企 業 資 金 融 資 保 証 

に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ７ 年 度 融 資 保 証 分 ） 

 
 

 

小規模企業資金融資額のうち、栃木県信用保証協会 

が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額か 

ら中小企業信用保険法第５条の規定により、支払い 
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を受けた保険金の額を控除した額（責任共有制度に 

おける負担金方式の場合は当該額に0.8を乗じた額 

）の３分の２に相当する額 
 

 

栃木県信用保証協会の栃木県農業ビジネス保証制度資金 

融 資 保 証 に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ７ 年 度 融 資 保 証 分 ）  

 

栃木県農業ビジネス保証制度資金融資額のうち、栃 

木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生 

ずる代位弁済額の80分の25に相当する額 

 

離 職 者 等 再 就 職 訓 練 事 業 費 令和８年度から令和９年度まで 78,606 

 

農 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 令和８年度から令和30年度まで 544,865 

 

農 業 経 営 負 担 軽 減 支 援 資 金 利 子 補 給 令和８年度から令和25年度まで 43,750 

 

奨 励 品 種 選 定 基 本 調 査 委 託 事 業 令和８年度 160 

い ち ご 新 品 種 育 成 現 地 試 験 委 託 事 業 令和８年度 250 

 

大 家 畜 特 別 支 援 資 金 利 子 補 給 令和８年度から令和32年度まで 4,346 

 

養 豚 特 別 支 援 資 金 利 子 補 給 令和８年度から令和22年度まで 1,474 

 

水 利 施 設 整 備 事 業 

（ 部 屋 南 部 地 区 電 気 通 信 設 備 工 事 ） 

 

令和８年度 
 

40,000 

 

水 利 施 設 整 備 事 業 

（ 部 屋 南 部 地 区 旧 機 場 撤 去 工 事 ） 

 

令和８年度から令和９年度まで 

 

310,000 

 

水 利 施 設 整 備 事 業 

（ 亀 の 子 堰 地 区 堰 （ 右 岸 ） 改 修 工 事 ） 
 

 

令和８年度 

 

80,000 

 

水 利 施 設 整 備 事 業 
 

 

令和８年度から令和９年度まで 

 

300,000 
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事                      項 期 間 限 度 額 

 

（ 亀 の 子 堰 地 区 堰 （ 左 岸 ） 改 修 工 事 ）  
 

 

 

道 路 保 全 事 業 （ 補 助 ） 令和８年度 3,000,000 

 

道 路 保 全 事 業 （ 補 助 ） 令和８年度から令和９年度まで 200,000 

 

快 適 で 安 全 な 道 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 令和８年度 7,000,000 

 

快 適 で 安 全 な 道 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 令和８年度から令和９年度まで 2,830,000 

 

快 適 で 安 全 な 道 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 令和８年度から令和10年度まで 12,500,000 

 

河 川 受 託 事 業 令和８年度 324,000 

 

安 全 な 川 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 令和８年度 2,655,000 

 

安 全 な 川 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 令和８年度から令和９年度まで 1,550,000 

 

ダ ム 施 設 保 全 事 業 （ 補 助 ） 令和８年度 330,000 

 

砂 防 施 設 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 令和８年度 1,000,000 

 

街 路 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 令和８年度 3,000,000 

 

街 路 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 令和８年度から令和９年度まで 1,800,000 

 

魅 力 あ る 公 園 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 
 

令和８年度 
 

100,000 

 

道 路 保 全 事 業 （ 県 単 ） 
 

 

 

令和８年度 
 

2,000,000 
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快 適 で 安 全 な 道 づ く り 事 業 （ 県 単 ） 令和８年度 600,000 

 

河 川 砂 防 保 全 事 業 （ 県 単 ） 令和８年度 335,000 

 

緊 急 防 災 ・ 減 災 対 策 事 業 （ 河 川 砂 防 ） 令和８年度 310,000 

 

河 川 砂 防 施 設 づ く り 事 業 （ 県 単 ） 令和８年度 80,000 

 

魅 力 あ る 公 園 づ く り 事 業 （ 県 単 ） 令和８年度 20,000 

 

と ち ぎ 学 力 向 上 推 進 事 業 費 令和８年度 33,400 

那 須 拓 陽 高 ・ 那 須 清 峰 高 新 校 整 備 事 業 費 令和８年度から令和11年度まで 344,559 
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第４表 地  方  債                                                          （単位千円） 

 

 

起    債    の    目    的 限 度 額 起 債 の 方 法 利     率  償 還 の 方 法 

庁 舎 等 施 設 整 備 費 8,646,000 普通貸借又は債券発行（他

の地方公共団体との共同発

行を含む。発行価格が額面

金額を下回るときは、それ

ぞれの発行価格差減額を埋

めるために必要な金額をそ

れぞれの限度額に加算した

金額を限度額とする。） 

9.0％以内（ただし、利

率見直し方式で借り入れ

る政府資金及び地方公共

団体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（うち据置期間５

年以内）とし、毎年２期に分かち元

利均等若しくは元金均等の方法によ

り又は満期日一括の方法により償還

する。ただし、財政その他の事由に

より償還年限を延長し、短縮し、又

は買入消却し、若しくは繰上償還又

は借換えすることができる。 

地 域 鉄 道 対 策 事 業 費 52,000 同 上 同 上 同 上 

社 会 福 祉 施 設 整 備 費 1,125,000 同 上 同 上 同 上 

土 地 改 良 事 業 費 1,588,000 同 上 同 上 同 上 

林 道 事 業 費 60,000 同 上 同 上 同 上 

治 山 事 業 費 921,000 同 上 同 上 同 上 

県 単 林 道 事 業 費 38,000 同 上 同 上 同 上 

県 単 治 山 事 業 費 161,000 同 上 同 上 同 上 

自 然 公 園 等 施 設 整 備 費 204,000 同 上 同 上 同 上 

国 庫 補 助 道 路 事 業 費 10,766,000 同 上 同 上 同 上 
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起    債    の    目    的 限 度 額 起 債 の 方 法 利     率 償 還 の 方 法 

国 庫 補 助 河 川 改 良 費 3,393,000 普通貸借又は債券発行（他

の地方公共団体との共同発

行を含む。発行価格が額面

金額を下回るときは、それ

ぞれの発行価格差減額を埋

めるために必要な金額をそ

れぞれの限度額に加算した

金額を限度額とする。） 

9.0％以内（ただし、利

率見直し方式で借り入れ

る政府資金及び地方公共

団体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（うち据置期間５

年以内）とし、毎年２期に分かち元

利均等若しくは元金均等の方法によ

り又は満期日一括の方法により償還

する。ただし、財政その他の事由に

より償還年限を延長し、短縮し、又

は買入消却し、若しくは繰上償還又

は借換えすることができる。 

国 庫 補 助 砂 防 費 868,000 同 上 同 上 同 上 

国 庫 補 助 街 路 事 業 費 1,719,000 同 上 同 上 同 上 

公 園 緑 地 整 備 費 284,000 同 上 同 上 同 上 

県 営 住 宅 建 設 事 業 費 903,000 同 上 同 上 同 上 

直 轄 道 路 事 業 負 担 金 2,028,000 同 上 同 上 同 上 

直 轄 河 川 事 業 負 担 金 1,907,000 同 上 同 上 同 上 

直 轄 砂 防 事 業 負 担 金 1,074,000 同 上 同 上 同 上 

地 方 道 路 等 整 備 事 業 費 11,426,000 同 上 同 上 同 上 

河 川 等 整 備 事 業 費 4,359,000 同 上 同 上 同 上 

警 察 施 設 整 備 費 618,000 同 上 同 上 同 上 

交 通 安 全 施 設 整 備 費 1,260,000 同 上 同 上 同 上 
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起    債    の    目    的 限 度 額 起 債 の 方 法 利     率 償 還 の 方 法 

学 校 施 設 整 備 費 4,621,000 普通貸借又は債券発行（他

の地方公共団体との共同発

行を含む。発行価格が額面

金額を下回るときは、それ

ぞれの発行価格差減額を埋

めるために必要な金額をそ

れぞれの限度額に加算した

金額を限度額とする。） 

9.0％以内（ただし、利

率見直し方式で借り入れ

る政府資金及び地方公共

団体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（うち据置期間５

年以内）とし、毎年２期に分かち元

利均等若しくは元金均等の方法によ

り又は満期日一括の方法により償還

する。ただし、財政その他の事由に

より償還年限を延長し、短縮し、又

は買入消却し、若しくは繰上償還又

は借換えすることができる。 

教 育 施 設 等 整 備 費 101,000 同 上 同 上 同 上 

農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 67,000 同 上 同 上 同 上 

土 木 施 設 災 害 復 旧 費 866,000 同 上 同 上 同 上 

直 轄 災 害 復 旧 事 業 負 担 金 100,000 同 上 同 上 同 上 

木材産業等高度化推進資金貸付事業費 45,000 普 通 貸 借  1.0  ％  以  内 償還年限５年以内とし、定期又は割 

賦の方法により償還する。 

計 59,200,000    
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 第２号議案 
 

    令和７年度栃木県公債管理特別会計予算 
 

 

  令和７年度栃木県公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ41,063,332千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

  （地方債） 

 

 第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還 

 

の方法は、「第２表地方債」による。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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（単位千円） 

第１表  

款 

歳 入 歳 出 予 算 

項 金 額 

歳 入 

公債管理特別会計予算

1 繰 入 金 9,274,332

1 一 般 会 計 繰 入 金 4,616,800

2 基 金 繰 入 金 4,657,532

2 県 債 31,789,000

1 県 債 31,789,000

歳 入 合 計 41,063,332
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（単位千円） 歳 出 

款 項 金 額 

1 公 債 費 41,063,332

1 公 債 費 41,063,332

歳 出 合 計 41,063,332
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第２表 地  方  債                                                          （単位千円） 

 

 

起    債    の    目    的 限 度 額 起 債 の 方 法 利     率  償 還 の 方 法 

一 般 会 計 借 換 債 31,789,000 普通貸借又は債券発行（他

の地方公共団体との共同発

行を含む。発行価格が額面

金額を下回るときは、それ

ぞれの発行価格差減額を埋

めるために必要な金額をそ

れぞれの限度額に加算した

金額を限度額とする。） 

9.0％以内（ただし、利

率見直し方式で借り入れ

る政府資金及び地方公共

団体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（うち据置期間を

含む。）とし、毎年２期に分かち元

利均等若しくは元金均等の方法によ

り又は満期日一括の方法により償還

する。ただし、財政その他の事由に

より償還年限を延長し、短縮し、又

は買入消却し、若しくは繰上償還又

は借換えすることができる。 
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 第３号議案 
 

    令和７年度地方独立行政法人県立病院貸付金特別会計予算 
 

 

  令和７年度地方独立行政法人県立病院貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,679,770千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

（地方債） 

 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還 

 

の方法は、「第２表地方債」による。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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（単位千円） 

第１表  

款 

歳 入 歳 出 予 算 

項 金 額 

歳 入 

地方独立行政法人県立病院貸付金特別会計予算

1 諸 収 入 2,079,442

1 貸 付 金 元 利 収 入 2,079,442

2 県 債 1,600,328

1 県 債 1,600,328

歳 入 合 計 3,679,770
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（単位千円） 歳 出 

款 項 金 額 

1 地 方 独 立 行 政 法 人 県 立 病 院 貸 付 金 1,600,328

1 地 方 独 立 行 政 法 人 県 立 病 院 貸 付 金 1,600,328

2 公 債 費 2,079,442

1 公 債 費 2,079,442

歳 出 合 計 3,679,770
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第２表 地  方  債                                                          （単位千円） 

 

 

起    債    の    目    的 限 度 額 起 債 の 方 法 利     率  償 還 の 方 法 

栃 木 県 立 が ん セ ン タ ー 貸 付 金 707,328 普通貸借又は債券発行（発

行価格が額面金額を下回る

ときは、それぞれの発行価

格差減額を埋めるために必

要な金額をそれぞれの限度

額に加算した金額を限度額

とする。） 

9.0％以内（ただし、利

率見直し方式で借り入れ

る政府資金及び地方公共

団体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（うち据置期間５

年以内）とし、毎年２期に分かち元

利均等若しくは元金均等の方法によ

り又は満期日一括の方法により償還

する。ただし、財政その他の事由に

より償還年限を延長し、短縮し、又

は買入消却し、若しくは繰上償還又

は借換えすることができる。 

栃木県立リハビリテーションセンター 

貸 付 金 

825,000 同 上 同 上 同 上 

栃 木 県 立 岡 本 台 病 院 貸 付 金 

 

68,000 同 上 同 上 同 上 

計 1,600,328    
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 第４号議案 
 

    令和７年度栃木県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 
 

 

  令和７年度栃木県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ473,440千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

  （債務負担行為） 

 

 第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担 

 

行為」による。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一 
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（単位千円） 

第１表  

款 

歳 入 歳 出 予 算 

項 金 額 

歳 入 

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

2 繰 越 金 287,563

1 繰 越 金 287,563

3 諸 収 入 185,877

1 貸 付 金 収 入 172,929

2 預 金 利 子 11

3 雑 入 12,937

歳 入 合 計 473,440

37

0251810
テキストボックス




（単位千円） 歳 出 

款 項 金 額 

1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費 473,440

1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費 473,440

歳 出 合 計 473,440
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第２表 債 務 負 担 行 為                                                  （単位千円） 

 

 

事                    項 期            間 限 度 額 

 

母 子 福 祉 資 金 

 

 

寡 婦 福 祉 資 金 

 

 

父 子 福 祉 資 金 

 

 

   修 学 資 金 

 

 

 

   修 業 及 び 技 能 習 得 資 金 

 

 

   生 活 資 金 

 

 

 

 

 

 

 

 令和８年度から令和12年度まで 

 

 

 令和８年度から令和12年度まで 

 

 

 令和８年度から令和12年度まで 

 

 

  高等学校、大学、大学院、高等

  専門学校又は専修学校就学期間 

  中 

 

318,096 

 

 

26,658 

 

 

50,652 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知識及び技能習得期間中５年 

以内 

 

  知識技能を習得している期間 

  中、医療等を受けている期間 

  中、母子家庭等となり生活が安 

  定するまでの間又は失業してい 

  る期間中離職の日から１年を超 

  えない範囲内の期間 

 

 

 

 

39



                                                                       

 第５号議案 
 

    令和７年度栃木県心身障害者扶養共済事業特別会計予算 
 

 

  令和７年度栃木県心身障害者扶養共済事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ306,210千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一 
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（単位千円） 

第１表  

款 

歳 入 歳 出 予 算 

項 金 額 

歳 入 

心身障害者扶養共済事業特別会計予算

1 共 済 掛 金 収 入 28,468

1 共 済 掛 金 収 入 28,468

2 国 庫 支 出 金 53,141

1 国 庫 補 助 金 53,141

3 繰 入 金 55,354

1 一 般 会 計 繰 入 金 55,354

4 繰 越 金 46

1 繰 越 金 46

5 諸 収 入 169,201

1 年 金 給 付 金 収 入 169,200

2 預 金 利 子 1

歳 入 合 計 306,210
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（単位千円） 歳 出 

款 項 金 額 

1 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 事 業 費 306,210

1 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 事 業 費 306,210

歳 出 合 計 306,210
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 第６号議案 
 

    令和７年度栃木県国民健康保険特別会計予算 
 

 

  令和７年度栃木県国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ171,797,600千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一 
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（単位千円） 

第１表  

款 

歳 入 歳 出 予 算 

項 金 額 

歳 入 

国民健康保険特別会計予算

1 分 担 金 及 び 負 担 金 51,716,955

1 負 担 金 51,716,955

2 国 庫 支 出 金 47,086,779

1 国 庫 負 担 金 34,140,387

2 国 庫 補 助 金 12,946,392

3 財 産 収 入 7,142

1 財 産 運 用 収 入 7,142

4 繰 入 金 11,963,968

1 一 般 会 計 繰 入 金 10,963,968

2 基 金 繰 入 金 1,000,000

6 諸 収 入 61,022,756

1 雑 入 61,022,756
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款 項 金 額 

歳 入 合 計 171,797,600
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（単位千円） 歳 出 

款 項 金 額 

国民健康保険特別会計予算

1 国 民 健 康 保 険 事 業 費 171,797,600

1 国 民 健 康 保 険 事 業 費 171,797,600

歳 出 合 計 171,797,600
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 第７号議案 
 

    令和７年度栃木県営林事業特別会計予算 
 

 

  令和７年度栃木県営林事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ345,490千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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（単位千円） 

第１表  

款 

歳 入 歳 出 予 算 

項 金 額 

歳 入 

県営林事業特別会計予算

1 使 用 料 及 び 手 数 料 11,627

1 使 用 料 11,627

2 国 庫 支 出 金 10,640

1 国 庫 補 助 金 10,640

3 財 産 収 入 72,400

1 財 産 売 払 収 入 72,400

4 繰 入 金 179,761

1 一 般 会 計 繰 入 金 179,761

5 繰 越 金 69,068

1 繰 越 金 69,068

6 諸 収 入 1,994

1 預 金 利 子 1
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款 項 金 額 

2 雑 入 1,993

歳 入 合 計 345,490
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（単位千円） 歳 出 

款 項 金 額 

県営林事業特別会計予算

1 県 営 林 事 業 費 172,328

1 県 営 林 事 業 費 172,328

2 公 債 費 172,862

1 公 債 費 172,862

3 予 備 費 300

1 予 備 費 300

歳 出 合 計 345,490
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 第８号議案 
 

    令和７年度栃木県林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計予算 
 

 

  令和７年度栃木県林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ190,140千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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（単位千円） 

第１表  

款 

歳 入 歳 出 予 算 

項 金 額 

歳 入 

林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計予算

1 貸 付 勘 定 188,320

1 繰 入 金 20

2 繰 越 金 186,720

3 貸 付 金 収 入 1,580

2 業 務 勘 定 1,820

1 繰 入 金 349

2 繰 越 金 918

3 預 金 利 子 2

4 雑 入 551

歳 入 合 計 190,140
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（単位千円） 歳 出 

款 項 金 額 

1 貸 付 勘 定 188,320

1 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 金 188,320

2 業 務 勘 定 1,820

1 管 理 指 導 事 務 費 1,720

2 予 備 費 100

歳 出 合 計 190,140
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 第９号議案 
 

    令和７年度栃木県中小企業高度化等資金貸付事業特別会計予算 
 

 

  令和７年度栃木県中小企業高度化等資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ55,630千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一 
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（単位千円） 

第１表  

款 

歳 入 歳 出 予 算 

項 金 額 

歳 入 

中小企業高度化等資金貸付事業特別会計予算

1 分 担 金 及 び 負 担 金 6

1 負 担 金 6

2 繰 越 金 43,422

1 繰 越 金 43,422

3 諸 収 入 12,202

1 貸 付 金 元 利 収 入 12,000

2 預 金 利 子 200

3 雑 入 2

歳 入 合 計 55,630
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（単位千円） 歳 出 

款 項 金 額 

1 中 小 企 業 高 度 化 等 資 金 貸 付 事 業 費 19,443

1 中 小 企 業 高 度 化 等 資 金 貸 付 事 業 費 19,443

2 公 債 費 36,187

1 公 債 費 36,187

歳 出 合 計 55,630
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 第１０号議案 

 

    令和７年度栃木県就農支援資金貸付事業特別会計予算 

 

 

  令和７年度栃木県就農支援資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ30,030千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

    令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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（単位千円） 

第１表  

款 

歳 入 歳 出 予 算 

項 金 額 

歳 入 

就農支援資金貸付事業特別会計予算

2 農 業 改 良 資 金 業 務 勘 定 920

1 繰 入 金 289

2 繰 越 金 279

3 預 金 利 子 1

4 雑 入 351

3 就 農 支 援 資 金 貸 付 勘 定 28,575

2 繰 越 金 15,188

3 貸 付 金 収 入 13,387

4 就 農 支 援 資 金 業 務 勘 定 535

1 繰 入 金 533

3 預 金 利 子 1

4 雑 入 1
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款 項 金 額 

歳 入 合 計 30,030
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（単位千円） 歳 出 

款 項 金 額 

就農支援資金貸付事業特別会計予算

2 農 業 改 良 資 金 業 務 勘 定 920

1 管 理 指 導 事 務 費 500

2 予 備 費 420

3 就 農 支 援 資 金 貸 付 勘 定 28,575

2 公 債 費 19,050

3 繰 出 金 9,525

4 就 農 支 援 資 金 業 務 勘 定 535

1 管 理 指 導 事 務 費 215

2 予 備 費 320

歳 出 合 計 30,030
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第１１号議案 

 

   令和７年度栃木県流域下水道事業会計予算 

 

 

 （総則）  

 

第１条 令和７年度栃木県流域下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

 １ 流 域 関 連 市 町 数                               10市町 

 

 ２ 年 間 総 処 理 水 量                           58,842,000㎥ 

 

 ３ 一日平均処理水量                             161,211㎥ 

 

 ４ 主要な建設改良事業 

 

  処理場建設改良事業               事業費           2,632,365千円 

 

 （収益的収入及び支出） 

 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                 収        入 

 

 第１款 流 域 下 水 道 事 業 収 益                      10,135,000千円 

 

  第１項 営 業 収 益                         6,053,528千円 
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 第２項 営 業 外 収 益                         4,081,471千円 

 

  第３項 特 別 利 益                                 1千円 

 

                 支        出 

 

 第１款 流 域 下 水 道 事 業 費 用                       9,895,000千円 

 

  第１項 営 業 費 用                         9,703,189千円 

 

  第２項 営 業 外 費 用                           184,810千円 

 

  第３項 特 別 損 失                                 1千円 

 

  第４項 予 備 費                             7,000千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額893,000千円は、当年度分消費税及び地方 

 

 消費税資本的収支調整額44,715千円、過年度分損益勘定留保資金391,694千円及び当年度分損益勘定留保資金456,591千円で補てんするものとする。）。 

 

                 収        入 

 

 第１款 資 本 的 収 入                           3,586,000千円 

 

  第１項 企 業 債                           626,100千円 

 

  第２項 負 担 金                           628,538千円 

 

  第３項 受 託 事 業 収 入                           211,290千円 

 

  第４項 国 庫 補 助 金                         2,120,072千円 
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                 支        出 

 

 第１款 資 本 的 支 出                           4,479,000千円 

  

  第１項 建 設 改 良 費                         3,587,519千円 

 

  第２項 固 定 資 産 購 入 費                             6,527千円 

 

  第３項 企 業 債 償 還 金                           874,824千円 

 

  第４項 国庫補助金返還金                             3,130千円 

 

  第５項 予 備 費                             7,000千円 

 

 （債務負担行為） 

 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

 

事 項  期         間 限 度 額 

鬼 怒 川 上 流 域 下 水 道 

管 理 費 （ 上 流 処 理 区 ） 

令和８年度から令和10年度まで 

 

1,810,000千円 

 

巴 波 川 流 域 下 水 道 

管 理 費 

令和８年度から令和10年度まで 

 

2,020,000千円 

 

令和７年度渡良瀬川下流流域 

下水道建設費（思川処理区） 

令和８年度から令和９年度まで 

 

717,000千円 

 

令和７年度下水道資源化工場 

建 設 費 

令和８年度から令和９年度まで 

 

2,356,000千円 
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 （企業債） 

 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

 

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利        率 償 還 の 方 法 

流 域 下 水 道 建 設 事 業 626,100千円 普通貸借又は債券発行（発 

行価格が額面金額を下回る 

ときは、それぞれの発行価 

格差減額を埋めるために必 

要な金額をそれぞれの限度 

額に加算した金額を限度額 

とする。） 

9.0％以内（ただし、利 

率見直し方式で借り入れ 

る政府資金及び地方公共 

団体金融機構資金につい 

て、利率の見直しを行っ 

た後においては、当該見 

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（据置期間を含

む。）とし、毎年２期に分かち元利均

等若しくは元金均等の方法により又

は満期日一括の方法により償還す

る。ただし、財政その他の事由により

償還年限を延長し、短縮し、又は買入

消却し、若しくは繰上償還又は借換

えすることができる。 

 

 （一時借入金） 

 

第７条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

 １ 営 業 費 用 

 

 ２ 営 業 外 費 用 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会 

 

64



 の議決を経なければならない。 

 

 職 員 給 与 費                                195,383千円   

 

 （他会計からの補助金） 

 

第10条 収益的支出に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、895,120千円である。 

 

  令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一 
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第１２号議案 

 

令和７年度栃木県電気事業会計予算 

 

 

（総則） 

 

第１条 令和７年度栃木県電気事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

１ 年 間 販 売 電 力 量                           237,200,000キロワット時 

 

２ 主要な建設改良事業 

 

  深山発電所建設事業               事業費            176,757千円 

 

 （収益的収入及び支出） 

 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                 収        入 

 

 第１款 電 気 事 業 収 益                       3,964,000千円 

 

  第１項 営 業 収 益                         3,944,482千円 

 

 第２項 財 務 収 益                             1,049千円 

 

第３項 事 業 外 収 益                            18,467千円 
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  第４項 特 別 利 益                                 2千円 

 

                 支        出 

 

 第１款 電 気 事 業 費 用                       3,042,000千円 

 

  第１項 営 業 費 用                         2,802,336千円 

 

  第２項 財 務 費 用                            30,967千円 

 

  第３項 事 業 外 費 用                           206,697千円 

 

  第４項 予 備 費                             2,000千円 

 

（資本的収入及び支出） 

 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額911,000千円は、当年度分消費税及び地 

 

方消費税資本的収支調整額143,901千円、地域振興積立金65,417千円、繰越利益剰余金処分額4,583千円及び過年度分損益勘定留保資金697,099千円で 

 

補てんするものとする。）。 

 

                 収        入 

 

 第１款 資 本 的 収 入                            1,045,000千円 

 

  第１項 企 業 債                         1,040,000千円 

  

 第２項 工 事 負 担 金                             4,396千円 

 

第３項 長期貸付金償還金                               600千円 

 

 第４項 固定資産売却代金                                 1千円 
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 第５項 雑 収 入                                 3千円 

 

                 支        出 

 

第１款 資 本 的 支 出                           1,956,000千円 

 

  第１項 建 設 改 良 費                         1,596,123千円 

 

 第２項 企 業 債 償 還 金                           287,877千円 

 

第３項 繰 出 金                            70,000千円 

 

  第４項 予 備 費                             2,000千円   

 

（継続費） 

 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

 

款 項 事  業  名 総      額 年   度 年   割   額 

   千円  千円 

1 資 本 的 支 出 1 建 設 改 良 費 足 尾 発 電 所 

主 要 変 圧 器 

更 新 工 事 

389,070 令和７年度 115,027 

 令和８年度 115,027 

   
 令和９年度 159,016 

  
足 尾 発 電 所 

配 電 盤 

更 新 工 事 

185,900 令和７年度 54,681 

 令和８年度 54,681 
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款 項 事  業  名 総      額 年   度 年   割   額 

   千円  千円 

   
 令和９年度 76,538 

  東 荒 川 発 電 所 

ダ イ オ ー ド 

更 新 工 事 

6,691 令和７年度 2,650 

 令和８年度 4,041 

  木 の 俣 発 電 所 

主 要 変 圧 器 等 

更 新 工 事 

175,715 令和７年度 70,286 

 令和８年度 87,857 

 令和９年度 17,572 

 

 （債務負担行為） 

 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

 

事 項 期          間 限 度 額 

足尾発電所主要変圧器撤去工事 令和８年度から令和９年度まで 7,260千円 

足 尾 発 電 所 配 電 盤 撤 去 工 事 令和８年度から令和９年度まで 5,500千円 

東 荒 川 発 電 所 

ダ イ オ ー ド 撤 去 工 事 
令和８年度 872千円 

木 の 俣 発 電 所 

主 要 変 圧 器 等 撤 去 工 事 
令和８年度から令和９年度まで 32,186千円 
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 （企業債） 

 

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

     

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利        率 償 還 の 方 法 

今 市 発 電 管 理 事 務 所 

集中監視制御装置更新工事 

550,000千円 普通貸借又は債券発行（発

行価格が額面金額を下回る

ときは、それぞれの発行価

格差減額を埋めるために必

要な金額をそれぞれの限度

額に加算した金額を限度額

とする。） 

 9.0％以内（ただし、利率

見直し方式で借り入れる

政府資金及び地方公共団

体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（据置期間を含

む。）とし、毎年２期に分かち元利均

等若しくは元金均等の方法により又

は満期日一括の方法により償還す

る。ただし、財政その他の事由により

償還年限を延長し、短縮し、又は買入

消却し、若しくは繰上償還又は借換

えすることができる。 

板室発電所主要機器更新等工事 330,000千円 同 上 同 上 同 上 

足尾発電所主要変圧器更新工事 110,000千円 同 上 同 上 同 上 

足尾発電所配電盤更新工事 50,000千円 同 上 同 上 同 上 

 

（一時借入金） 

 

第８条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

 

第９条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

１ 営 業 費 用 

 

 ２ 事 業 外 費 用 
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会 

 

の議決を経なければならない。 

 

職 員 給 与 費                                406,941千円 

 

（利益剰余金の処分） 

 

第11条 繰越利益剰余金のうち4,583千円は、次のとおり処分するものと定める。 

 

 地域振興積立金 

 

 （たな卸資産購入限度額） 

 

第12条 たな卸資産の購入限度額は、3,000千円と定める。 

 

  令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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第１３号議案 

 

令和７年度栃木県水道事業会計予算 

 

 

 （総則） 

 

第１条 令和７年度栃木県水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

 １ 年 間 供 給 水 量                            21,921,900㎥ 

 

 ２ 主要な建設改良事業 

 

  北那須水道用水供給建設事業           事業費            492,392千円 

 

  鬼怒水道用水供給建設事業            事業費            645,723千円 

  

（収益的収入及び支出） 

 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                 収        入 

 

第１款 水道用水供給事業収益                       2,083,000千円 

 

  第１項 営 業 収 益                         1,992,825千円 

 

第２項 営 業 外 収 益                            90,173千円 
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 第３項 特 別 利 益                                 2千円 

 

                支        出 

 

第１款 水道用水供給事業費用                       1,972,000千円 

 

  第１項 営 業 費 用                         1,961,541千円 

 

  第２項 営 業 外 費 用                             8,459千円 

 

  第３項 予 備 費                             2,000千円 

 

（資本的収入及び支出） 

 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,303,000千円は、当年度分消費税及 

 

び地方消費税資本的収支調整額104,198千円、減債積立金49,283千円、建設改良積立金180,000千円及び過年度分損益勘定留保資金969,519千円で 

 

補てんするものとする。）。 

 

                 収        入 

  

 第１款 資 本 的 収 入                              94,000千円 

 

  第１項 国 庫 補 助 金                            93,283千円 

 

  第２項 受 託 工 事 受 入 金                              1千円 

 

  第３項 雑 収 入                               716千円 

 

                 支        出 

 

 第１款 資 本 的 支 出                           1,397,000千円 
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 第１項 建 設 改 良 費                         1,138,115千円 

 

 第２項 企 業 債 償 還 金                            49,283千円 

 

  第３項 諸 支 出 金 1,602千円 

 

 第４項  投 資                           200,000千円   

 

 第５項 予 備 費                             8,000千円   

 

（一時借入金） 

 

第５条 一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

 １ 営 業 費 用 

 

 ２ 営 業 外 費 用 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会 

 

 の議決を経なければならない。 

 

 職 員 給 与 費                                209,364千円 

 

 （たな卸資産購入限度額） 
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第８条 たな卸資産の購入限度額は、6,000千円と定める。 

 

  令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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第１４号議案 

 

   令和７年度栃木県工業用水道事業会計予算 

 

 

（総則） 

 

第１条 令和７年度栃木県工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

 １ 年 間 供 給 水 量                            8,974,620㎥ 

 

 ２ 主要な建設改良事業 

 

  鬼怒左岸台地地区工業用水道建設事業       事業費            143,468千円 

  

 （収益的収入及び支出） 

 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                 収        入 

 

 第１款 工 業 用 水 道 事 業 収 益                         890,000千円 

 

  第１項 営 業 収 益                           543,293千円 

 

  第２項 営 業 外 収 益                           346,706千円 

 

  第３項 特 別 利 益                               1千円 
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                 支        出 

  

 第１款 工 業 用 水 道 事 業 費 用                         813,000千円 

 

  第１項 営 業 費 用                           799,680千円 

 

  第２項 営 業 外 費 用                            12,320千円 

 

  第３項 予 備 費                             1,000千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額226,000千円は、当年度分消費税及び地方 

 

 消費税資本的収支調整額13,408千円、建設改良積立金90,000千円及び過年度分損益勘定留保資金122,592千円で補てんするものとする。）。 

 

                 収        入 

 

 第１款 資 本 的 収 入                              12,000千円 

 

  第１項 国 庫 補 助 金                            11,815千円 

 

  第２項 工 事 負 担 金                                 1千円 

 

  第３項 雑 収 入                               184千円 

 

                 支        出 

 

 第１款 資 本 的 支 出                             238,000千円 

 

  第１項 建 設 改 良 費                           143,468千円 

 

  第２項 長期借入金償還金                            90,532千円 
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  第３項 予 備 費                             4,000千円 

 

 （一時借入金） 

 

第５条 一時借入金の限度額は、600,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

 １ 営 業 費 用 

 

 ２ 営 業 外 費 用 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会 

 

の議決を経なければならない。 

 

 職 員 給 与 費                                  47,507千円 

 

 （たな卸資産購入限度額） 

 

第８条 たな卸資産の購入限度額は、3,000千円と定める。 

 

  令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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第１５号議案 

 

   令和７年度栃木県用地造成事業会計予算 

 

 

 （総則） 

 

第１条 令和７年度栃木県用地造成事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

１ 土 地 分 譲             面 積             88,637㎡ 

 

 ２ 土 地 造 成            事業費           1,762,000千円 

 

 （収益的収入及び支出） 

 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                 収        入 

 

第１款 用 地 造 成 事 業 収 益                       1,879,000千円 

 

  第１項 営 業 収 益                         1,877,763千円 

 

  第２項 営 業 外 収 益                             1,235千円 

 

   第３項 特 別 利 益                                 2千円 

 

                 支        出 
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 第１款 用 地 造 成 事 業 費 用                       1,790,000千円 

 

  第１項 営 業 費 用                         1,772,739千円 

  

  第２項 営 業 外 費 用                             7,260千円 

 

第３項 特 別 損 失                                 1千円 

 

  第４項 予 備 費                            10,000千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額745,000千円は、減債積立金501,591千円、 

 

過年度分損益勘定留保資金243,409千円で補てんするものとする。）。 

 

                 収        入 

 

 第１款 資 本 的 収 入                           2,071,000千円 

 

  第１項 企 業 債                         1,634,000千円 

 

  第２項 負 担 金                          425,774千円 

 

  第３項 長期貸付金償還金                            10,400千円 

 

  第４項 分 譲 前 受 金                               1千円 

 

第５項 雑 収 入                             825千円 

 

                 支        出 

 

 第１款 資 本 的 支 出                           2,816,000千円 
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  第１項 建 設 改 良 費                         1,911,000千円 

 

  第２項 企 業 債 償 還 金                           900,000千円 

   

  第３項 予 備 費                             5,000千円   

 

 （企業債） 

  

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

     

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法 

土 地 造 成 事 業 費 1,634,000千円 普通貸借又は債券発行（発

行価格が額面金額を下回る

ときは、それぞれの発行価

格差減額を埋めるために必

要な金額をそれぞれの限度

額に加算した金額を限度額

とする。） 

9.0％以内（ただし、利率

見直し方式で借り入れる

政府資金及び地方公共団

体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（据置期間を含

む。）とし、毎年２期に分かち元利均

等若しくは元金均等の方法により又

は満期日一括の方法により償還す

る。ただし、財政その他の事由により

償還年限を延長し、短縮し、又は買入

消却し、若しくは繰上償還又は借換

えすることができる。 

 

（一時借入金） 

 

第６条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

 １ 営 業 費 用 
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 ２ 営 業 外 費 用 

  

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会 

 

 の議決を経なければならない。 

 

 職 員 給 与 費                                122,152千円 

 

 （重要な資産の取得及び処分） 

 

第９条 重要な資産の処分は、次のとおりとする。 

 

 １ 処 分 す る 資 産  

 

種 類 名 称 数 量 処 分 の 態 様 

土 地 み ぶ 中 泉 地 区 200,000 ㎡ 売払い及び譲渡 

 

  令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一 
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第１６号議案 

 

   令和７年度栃木県施設管理事業会計予算 
 

 

 （総則） 

 

第１条 令和７年度栃木県施設管理事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

 １ ゴ ル フ 場 事 業            利用者数           35,000人 

 

 ２ 賃 貸 ビ ル 事 業            貸付面積          4,410.98㎡ 

 

 （収益的収入及び支出） 

 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収        入 

 

第１款 経営総合管理事業収益                          246,000千円 

 

第１項 営 業 外 収 益                           246,000千円 

 

第２款 ゴ ル フ 場 事 業 収 益                          31,000千円 

 

第１項 営 業 収 益                            23,100千円 

 

第２項 営 業 外 収 益                             7,900千円 
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第３款 賃 貸 ビ ル 事 業 収 益                          204,000千円 

 

第１項 営 業 収 益                           203,151千円 

 

第２項 営 業 外 収 益                               849千円 

 

支        出 

 

 第１款 経営総合管理事業費用                          246,000千円 

 

第１項 営 業 費 用                           228,607千円 

 

第２項 営 業 外 費 用                            17,393千円 

 

第２款 ゴ ル フ 場 事 業 費 用                           19,000千円 

 

第１項 営 業 費 用                            18,205千円 

 

第２項 営 業 外 費 用                               795千円 

 

第３款 賃 貸 ビ ル 事 業 費 用                          175,000千円 

 

第１項 営 業 費 用                           166,145千円 

 

第２項 営 業 外 費 用                             8,855千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額（翌年度以降の支出の財源に充当する額10,780千円を除く）が資本的支出額 

 

に対し不足する額51,000千円（ゴルフ場事業）及び49,780千円（賃貸ビル事業）は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,300千円及び過 

 

年度分損益勘定留保資金96,480千円で補てんするものとする。）。 
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収        入 

  

 第１款 ゴルフ場事業資本的収入                            8,000千円 

 

第１項 他 会 計 繰 入 金                           7,800千円 

 

第２項 雑 収 入                             200千円 

 

第２款 賃貸ビル事業資本的収入                           11,000千円 

 

第１項 修 繕 預 り 金 収 入                            10,780千円 

  

第２項 雑 収 入                             220千円 

 

支        出 

  

 第１款 ゴルフ場事業資本的支出                           59,000千円 

 

第１項 建 設 改 良 費                            47,300千円 

 

第２項 長期借入金償還金                          11,700千円 

 

第２款 賃貸ビル事業資本的支出                           50,000千円 

 

第１項 企 業 債 償 還 金                            20,000千円 

  

第２項 長期借入金償還金                            30,000千円 

 

 （一時借入金） 

 

第５条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。 
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 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

 １ 営 業 費 用 

 

 ２ 営 業 外 費 用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

第７条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこ 

 

 れら以外の経費をこれらの経費に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 

 １ 職 員 給 与 費                             171,861千円 

 

２ 交 際 費                                  200千円 

 

 （他会計からの補助金） 

 

第８条 ゴルフ場事業に関するクラブハウスリニューアル工事のため電気事業会計からこの会計へ補助を受ける金額は、10,000千円である。 

    

  令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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 第１７号議案 
 

    一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 
 

  一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように定める。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

  （趣旨） 

 第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第12条の４第２項の規定に基づき、同条第１項に規定する一時保護施設（以下「一時保護 

施設」という。）の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

  （設備及び運営に関する基準） 

 第２条 一時保護施設の設備及び運営に関する基準は、一時保護施設の設備及び運営に関する基準（令和６年内閣府令第27号）（同令の改正に係る経 

過措置に関する規定を含む。）の定めるところによる。 

  （規則への委任） 

 第３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

    附 則 

  この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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 第１８号議案 
 

    高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について 
 

  高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例を次のように定める。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例 

  高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例（平成24年栃木県条例第56号）の全部を改正す 

る。 

  （趣旨） 

 第１条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号。以下「法」という。）第13条第１項の規定に基 

づき、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、法の例による。 

  （特定公園施設の設置に関する基準） 

 第３条 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省 

令（平成18年国土交通省令第115号）（同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。）の定めるところによる。この場合において、次の表の左 

欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第３条第１号ホ 傾斜路 当該段差を２センチメートル以内とし、又は傾斜路 

第３条第５号イ 90センチメートル 100センチメートル 

第６条第１項第２号イ こと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの

転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメート

ル以上とすることができる。 

こと。 

  （規則への委任） 

 第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

    附 則 

  この条例は、令和７年６月１日から施行する。 
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 第１９号議案 
 

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について 
 

  刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

  （職員の分限に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の分限に関する条例（昭和26年栃木県条例第44号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 職員の給与に関する条例（昭和27年栃木県条例第１号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（失職の特例） 

第９条 任命権者は、職務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故に係

る罪により拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員

について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失

わないものとすることができる。 

２ 略 

（失職の特例） 

第９条 任命権者は、職務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故に係

る罪により禁錮 以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員

について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失

わないものとすることができる。 

２ 略 

改   正   後 改   正   前 

第20条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定に

かかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者に 

あっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

(1)・(2) 略 

(3)a基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の

前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、その

離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せら

第20条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定に

かかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者に 

あっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

(1)・(2) 略 

(3)a基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の

前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、その

離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮 以上の刑に処せら
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  （職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第３条 職員の退職手当に関する条例（昭和29年栃木県条例第３号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

れたもの 

(4)a次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受

けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間

中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

 

第20条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた

職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該

当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。 

(1)a離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中

の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪

について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法

（昭和23年法律第131号）第６編に規定する略式手続によるものを除

く。第３項において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

(2) 略 

２ 略 

３ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当する

に至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければなら

ない。ただし、第３号に該当する場合において、一時差止処分を受けた

者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されてい

るときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反す

ると認めるときは、この限りでない。 

(1)a一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に

係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合 

(2)・(3) 略 

４～７ 略 

れたもの 

(4)a次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受

けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間

中の行為に係る刑事事件に関し禁錮 以上の刑に処せられたもの 

 

第20条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた

職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該

当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。 

(1)a離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中

の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪

について禁錮
こ

 以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法

（昭和23年法律第131号）第６編に規定する略式手続によるものを除

く。第３項において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

(2) 略 

２ 略 

３ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当する

に至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければなら

ない。ただし、第３号に該当する場合において、一時差止処分を受けた

者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されてい

るときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反す

ると認めるときは、この限りでない。 

(1)a一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に

係る刑事事件に関し禁錮
こ

 以上の刑に処せられなかった場合 

(2)・(3) 略 

４～７ 略 

改   正   後 改   正   前 

（退職手当の支払の差止め） 

第15条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職

に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る

（退職手当の支払の差止め） 

第15条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職

に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る
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一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。 

(1)a職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以

上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第

131号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。）

をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。 

(2) 略 

２～４ 略 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機

関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該

支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当する

場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中

の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り

消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この

限りでない。 

(1) 略 

(2)a当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由と

なった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合（拘

禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除

く。）又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第１項

の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該

公訴を提起しない処分があった日から６月を経過した場合 

(3) 略 

６～10 略 

 

（退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第16条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が

支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又

は第２号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したとき

は、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対

し、第14条第１項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場

合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等

の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

(1)a当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合に 

一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。 

(1)a職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮
こ

 以

上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第

131号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。）

をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。 

(2) 略 

２～４ 略 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機

関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該

支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当する

場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中

の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り

消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この

限りでない。 

(1) 略 

(2)a当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由と

なった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合（禁

錮
こ

 以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除

く。）又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第１項

の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該

公訴を提起しない処分があった日から６月を経過した場合 

(3) 略 

６～10 略 

 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第16条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が

支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又

は第２号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したとき

は、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対

し、第14条第１項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場

合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等

の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

(1)a当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合に 
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あっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当

該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 

(2)・(3) 略 

２～６ 略 

 

（退職をした者の退職手当の返納） 

第17条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払

われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第14条第１項に規

定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一

般の退職手当等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給

を受けていなければ第12条第３項、第６項又は第８項の規定による退職

手当の支給を受けることができた者（次条及び第19条において「失業手

当受給可能者」という。）であった場合には、これらの規定により算出

される金額（次条及び第19条において「失業者退職手当額」という。）

を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

(1)a当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘

禁刑以上の刑に処せられたとき。 

(2)・(3) 略 

２～６ 略 

 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第19条 略 

２・３ 略 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に

関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第17条第１項の規定による

処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機

関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職

手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し

拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等

の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業

者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処

分を行うことができる。 

あっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当

該退職後に禁錮 以上の刑に処せられたとき。 

(2)・(3) 略 

２～６ 略 

 

（退職をした者の退職手当の返納） 

第17条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払

われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第14条第１項に規

定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一

般の退職手当等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給

を受けていなければ第12条第３項、第６項又は第８項の規定による退職

手当の支給を受けることができた者（次条及び第19条において「失業手

当受給可能者」という。）であった場合には、これらの規定により算出

される金額（次条及び第19条において「失業者退職手当額」という。）

を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。 

(1)a当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁

錮 以上の刑に処せられたとき。 

(2)・(3) 略 

２～６ 略 

 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第19条 略 

２・３ 略 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に

関し禁錮 以上の刑に処せられた後において第17条第１項の規定による

処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機

関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職

手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し

禁錮 以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等

の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業

者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処

分を行うことができる。 
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  （学校職員の分限に関する条例の一部改正） 

第４条 学校職員の分限に関する条例（昭和31年栃木県条例第33号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （栃木県立自然公園条例の一部改正） 

第５条 栃木県立自然公園条例（昭和33年栃木県条例第11号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （栃木県屋外広告物条例の一部改正） 

第６条 栃木県屋外広告物条例（昭和39年栃木県条例第64号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

５～８ 略 ５～８ 略 

改   正   後 改   正   前 

（失職の特例） 

第10条 任命権者は、職務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故に係

る罪により拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された学校

職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職

を失わないものとすることができる。 

２ 略 

（失職の特例） 

第10条 任命権者は、職務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故に係

る罪により禁錮 以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された学校

職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職

を失わないものとすることができる。 

２ 略 

改   正   後 改   正   前 

第45条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者

は、１年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。 

 (1)・(2) 略 

 

第46条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者

は、６月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 

(1)～(3) 略 

第45条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者

は、１年以下の懲役 又は100万円以下の罰金に処する。 

 (1)・(2) 略 

 

第46条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者

は、６月以下の懲役 又は50万円以下の罰金に処する。 

(1)～(3) 略 

改   正   後 改   正   前 

（罰則） 

第31条の２ 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の拘禁刑又は

50万円以下の罰金に処する。 

（罰則） 

第31条の２ 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役 又は

50万円以下の罰金に処する。 
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  （栃木県心身障害者扶養共済条例の一部改正） 

第７条 栃木県心身障害者扶養共済条例（昭和45年栃木県条例第４号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （中禅寺湖水上安全条例の一部改正） 

第８条 中禅寺湖水上安全条例（昭和45年栃木県条例第33号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （自然環境の保全及び緑化に関する条例の一部改正） 

第９条 自然環境の保全及び緑化に関する条例（昭和49年栃木県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 (1)～(3) 略  (1)～(3) 略 

改   正   後 改   正   前 

（年金の支給停止） 

第９条 第７条第１項の規定により年金を支給される心身障害者（以下

「年金受給権者」という。）が、次の各号のいずれかに該当するとき

は、その該当する期間、年金の支給を停止する。 

(1) 略 

(2) 拘禁刑     に処せられ、その執行を受けているとき。 

(3) 略 

（年金の支給停止） 

第９条 第７条第１項の規定により年金を支給される心身障害者（以下

「年金受給権者」という。）が、次の各号のいずれかに該当するとき

は、その該当する期間、年金の支給を停止する。 

(1) 略 

(2) 懲役又は禁固の刑に処せられ、刑の執行を受けているとき。 

(3) 略 

改   正   後 改   正   前 

（罰則） 

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、３月以下の拘禁刑又は20万

円以下の罰金に処する。 

(1)～(3) 略 

（罰則） 

第16条 次の各号の一に   該当する者は、３月以下の懲役 又は20万

円以下の罰金に処する。 

(1)～(3) 略 

改   正   後 改   正   前 

第41条 第18条第１項又は第２項（これらの規定を第25条において準用す

る場合を除く。）の規定による命令に違反した者は、１年以下の拘禁刑

又は100万円以下の罰金に処する。 

 

第41条 第18条第１項又は第２項（これらの規定を第25条において準用す

る場合を除く。）の規定による命令に違反した者は、１年以下の懲役 

又は100万円以下の罰金に処する。 

 

 

94



 

  （栃木県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正） 

第10条 栃木県動物の愛護及び管理に関する条例（昭和54年栃木県条例第28号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正） 

第11条 栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和60年栃木県条例第28号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （拡声機による暴騒音の規制に関する条例の一部改正） 

第12条 拡声機による暴騒音の規制に関する条例（平成４年栃木県条例第41号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例の一部改正） 

第13条 栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例（平成10年栃木県条例第37号）の一部を次のように改正する。 

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の拘禁刑又は50万

円以下の罰金に処する。 

(1)～(3) 略 

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役 又は50万

円以下の罰金に処する。 

(1)～(3) 略 

改   正   後 改   正   前 

（罰則） 

第15条 第８条の規定による命令に違反した者は、６月以下の拘禁刑又は

30万円以下の罰金に処する。 

（罰則） 

第15条 第８条の規定による命令に違反した者は、６月以下の懲役 又は

30万円以下の罰金に処する。 

改   正   後 改   正   前 

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の拘禁刑又は30万

円以下の罰金に処する。 

 (1)～(3) 略 

第18条 次の各号の一に   該当する者は、１年以下の懲役 又は30万

円以下の罰金に処する。 

 (1)～(3) 略 

改   正   後 改   正   前 

（罰則） 

第11条 第５条第１項の規定による警察官の命令又は同条第２項の規定に

よる警察署長の命令に違反した者は、６月以下の拘禁刑又は20万円以下

の罰金に処する。 

２ 略 

（罰則） 

第11条 第５条第１項の規定による警察官の命令又は同条第２項の規定に

よる警察署長の命令に違反した者は、６月以下の懲役 又は20万円以下

の罰金に処する。 

２ 略 
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   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例の一部改正） 

第14条 栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例（平成14年栃木県条例第62号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （栃木県生活環境の保全等に関する条例の一部改正） 

第15条 栃木県生活環境の保全等に関する条例（平成16年栃木県条例第40号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（罰則） 

第32条 第８条第２項又は第25条の規定による命令に違反した者は、１年

以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。 

（罰則） 

第32条 第８条第２項又は第25条の規定による命令に違反した者は、１年

以下の懲役 又は100万円以下の罰金に処する。 

改   正   後 改   正   前 

（罰則） 

第９条 第３条又は第７条第１項若しくは第２項の規定に違反した者は、

１年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。 

２ 常習として第３条又は第７条第１項若しくは第２項の規定に違反した

者は、２年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。 

 

第10条 略 

２ 常習として第８条第２項の規定に違反した者は、６月以下の拘禁刑又

は100万円以下の罰金に処する。 

 

第11条 略 

２ 常習として第２条、第４条から第６条まで又は第８条第１項の規定に

違反した者は、６月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 

（罰則） 

第９条 第３条又は第７条第１項若しくは第２項の規定に違反した者は、

１年以下の懲役 又は100万円以下の罰金に処する。 

２ 常習として第３条又は第７条第１項若しくは第２項の規定に違反した

者は、２年以下の懲役 又は100万円以下の罰金に処する。 

 

第10条 略 

２ 常習として第８条第２項の規定に違反した者は、６月以下の懲役 又

は100万円以下の罰金に処する。 

 

第11条 略 

２ 常習として第２条、第４条から第６条まで又は第８条第１項の規定に

違反した者は、６月以下の懲役 又は50万円以下の罰金に処する。 

改   正   後 改   正   前 

第69条 第12条第１項若しくは第２項、第16条、第17条第２項、第22条、

第23条第２項、第34条第２項、第35条第２項、第38条第２項又は第49条

第69条 第12条第１項若しくは第２項、第16条、第17条第２項、第22条、

第23条第２項、第34条第２項、第35条第２項、第38条第２項又は第49条
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  （栃木県青少年健全育成条例の一部改正） 

第16条 栃木県青少年健全育成条例（平成18年栃木県条例第41号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （栃木県統計調査条例の一部改正） 

第17条 栃木県統計調査条例（平成20年栃木県条例第48号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

第３項の規定による命令に違反した者は、１年以下の拘禁刑又は50万円

以下の罰金に処する。 

第３項の規定による命令に違反した者は、１年以下の懲役 又は50万円

以下の罰金に処する。 

改   正   後 改   正   前 

第56条 第42条第１項の規定に違反した者は、２年以下の拘禁刑又は100

万円以下の罰金に処する。 

２ 第42条第２項又は第47条第１号若しくは第４号から第８号までの規定

に違反した者は、１年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 

３ 第32条第２項の規定に違反した者は、６月以下の拘禁刑又は50万円以

下の罰金に処する。 

４～８ 略 

第56条 第42条第１項の規定に違反した者は、２年以下の懲役 又は100

万円以下の罰金に処する。 

２ 第42条第２項又は第47条第１号若しくは第４号から第８号までの規定

に違反した者は、１年以下の懲役 又は50万円以下の罰金に処する。 

３ 第32条第２項の規定に違反した者は、６月以下の懲役 又は50万円以

下の罰金に処する。 

４～８ 略 

改   正   後 改   正   前 

（罰則） 

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の拘禁刑又は100

万円以下の罰金に処する。 

(1)・(2) 略 

２ 略 

 

第14条 第11条第１項各号に掲げる者が、その取扱いに係る調査票情報

を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したと

きは、１年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 

 

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の拘禁刑又は50万

円以下の罰金に処する。 

(1)・(2) 略 

（罰則） 

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の懲役 又は100

万円以下の罰金に処する。 

(1)・(2) 略 

２ 略 

 

第14条 第11条第１項各号に掲げる者が、その取扱いに係る調査票情報

を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したと

きは、１年以下の懲役 又は50万円以下の罰金に処する。 

 

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役 又は50万

円以下の罰金に処する。 

(1)・(2) 略 
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  （栃木県暴力団排除条例の一部改正） 

第18条 栃木県暴力団排除条例（平成22年栃木県条例第30号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （栃木県薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正） 

第19条 栃木県薬物の濫用の防止に関する条例（平成27年栃木県条例第31号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （栃木県行政不服審査会条例の一部改正） 

第20条 栃木県行政不服審査会条例（平成28年栃木県条例第10号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （栃木県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の一部改正） 

改   正   後 改   正   前 

第24条 第12条第１項の規定に違反した者は、１年以下の拘禁刑又は50万

円以下の罰金に処する。 

第24条 第12条第１項の規定に違反した者は、１年以下の懲役 又は50万

円以下の罰金に処する。 

改   正   後 改   正   前 

（罰則） 

第23条 第17条の規定による命令（第16条第１項第１号又は第２号に係る

ものに限る。）に違反した者は、２年以下の拘禁刑又は100万円以下の

罰金に処する。 

 

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の拘禁刑又は50万

円以下の罰金に処する。 

(1)・(2) 略 

 

第25条 第15条第３号又は第４号の規定に違反した者は、６月以下の拘禁

刑又は30万円以下の罰金に処する。 

（罰則） 

第23条 第17条の規定による命令（第16条第１項第１号又は第２号に係る

ものに限る。）に違反した者は、２年以下の懲役 又は100万円以下の

罰金に処する。 

 

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役 又は50万

円以下の罰金に処する。 

(1)・(2) 略 

 

第25条 第15条第３号又は第４号の規定に違反した者は、６月以下の懲役

あ又は30万円以下の罰金に処する。 

改   正   後 改   正   前 

（罰則） 

第21条 第９条の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の拘禁刑

又は50万円以下の罰金に処する。 

（罰則） 

第21条 第９条の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役あ

又は50万円以下の罰金に処する。 
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第21条 栃木県議会の保有する個人情報の保護に関する条例（令和４年栃木県条例第43号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

附 則 

  （施行期日） 

 １ この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

  （罰則の適用等に関する経過措置） 

 ２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

 ３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは  

廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第  

67号）第２条の規定による改正前の刑法（明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。）第12条に規定する懲役（以下「懲役」と  

いう。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第13条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下  

この項において同じ。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。 

  （人の資格に関する経過措置） 

 ４ 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条  

例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘  

改   正   後 改   正   前 

第53条 職員若しくは職員であった者、第９条第２項若しくは第15条第５

項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議

会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従

事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由

がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第２条第５項第１号

に係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したも

のを含む。）を提供したときは、２年以下の拘禁刑又は100万円以下の

罰金に処する。 

 

第54条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を

自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したと

きは、１年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 

 

第55条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する

目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録

を収集したときは、１年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 

第53条 職員若しくは職員であった者、第９条第２項若しくは第15条第５

項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議

会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従

事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由

がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第２条第５項第１号

に係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したも

のを含む。）を提供したときは、２年以下の懲役 又は100万円以下の

罰金に処する。 

 

第54条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を

自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したと

きは、１年以下の懲役 又は50万円以下の罰金に処する。 

 

第55条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する

目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録

を収集したときは、１年以下の懲役 又は50万円以下の罰金に処する。 
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禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。 

  （職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

 ５ この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第２条の規定による改正後の職員の給与  

に関する条例第20条の３第１項（第１号に係る部分に限る。）及び第３項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用については、拘禁刑が定めら  

れている罪につき起訴をされた者とみなす。 

  （職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

 ６ この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第３条の規定による改正後の職員の退職  

手当に関する条例第15条第１項及び第５項、第16条第１項（第１号に係る部分に限る。）並びに第19条第４項並びに職員の退職手当に関する条例第  

19条第３項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 

  （経過措置の規則への委任） 

 ７ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。 
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 第２０号議案 
 

    栃木県特別会計設置条例の一部改正について 
 

  栃木県特別会計設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県特別会計設置条例の一部を改正する条例 

 栃木県特別会計設置条例（昭和39年栃木県条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

    附 則 

  この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

改   正   後 改   正   前 

 （特別会計の名称等） 

第２条 特別会計の名称、事業の内容又は設置の理由及び歳入歳出は、次

に掲げるとおりとする。 

名    称 
事 業 の 内 容 又 

は 設 置 の 理 由 
歳 入 歳 出 

栃木県公債管理特

別会計 

略 略 略 

栃木県用地先行取

得事業特別会計 

公用又は公共用に供

する土地を先行取得

する事業 

土地売払収

入、一般会

計繰入金、

県債及び附

属諸収入 

土地取得に

要 す る 経

費、県債償

還金、県債

利子及びそ

の他の諸支

出 

略 

  

 （特別会計の名称等） 

第２条 特別会計の名称、事業の内容又は設置の理由及び歳入歳出は、次

に掲げるとおりとする。 

名    称 
事 業 の 内 容 又 

は 設 置 の 理 由 
歳 入 歳 出 

栃木県公債管理特

別会計 

略 略 略 

栃木県用地先行取

得事業特別会計 

公用又は公共用に供

する土地を先行取得

する事業 

土地売払収

入、一般会

計繰入金、

県債及び附

属諸収入 

土地取得に

要 す る 経

費、県債償

還金、県債

利子及びそ

の他の諸支

出 

略 
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 第２１号議案 
 

    職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について 
 

  職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年栃木県条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 略 

２ 略 

３ 任命権者は、次に掲げる職員（人事委員会規則で定める職員及び次条

の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。）につい

て、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務

時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項

の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、職員の申

告を経て、４週間を超えない範囲内で週を単位として人事委員会規則で

定める期間ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該

職員の勤務時間を割り振ることができる。 

(1)a子（地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項の規定によ

り子に含まれるものとされる者を含む。第７条第１項から第３項まで

において同じ。）の養育又は配偶者等（配偶者（届出をしないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、父母、子、

配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者をいう。以下条第４項

において同じ。）の介護をする職員であって、人事委員会規則で定め

るもの 

(2)a略 

 

（週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 略 

２ 略 

３ 任命権者は、次に掲げる職員（人事委員会規則で定める職員及び次条

の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。）につい

て、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務

時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項

の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、職員の申

告を経て、４週間を超えない範囲内で週を単位として人事委員会規則で

定める期間ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該

職員の勤務時間を割り振ることができる。 

(1)a子（地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項の規定によ

り子に含まれるものとされる者を含む。第７条第１項から第３項まで

において同じ。）の養育又は配偶者等（配偶者（届出をしないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、父母、子、

配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者をいう。第７条第４項

において同じ。）の介護をする職員であって、人事委員会規則で定め

るもの 

(2)a略 

 

102



 

（深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第７条 略 

２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子

の養育をするために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理

するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第２

項に規定する勤務（災害その他避けることのできない事由に基づく臨時

の勤務を除く。次項において同じ。）をさせてはならない。 

３ 略 

４ 前３項の規定は、配偶者等で、負傷、疾病、老齢等により人事委員会

規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの（以下

「要介護者」という。）の介護をする職員について準用する。この場合

において、第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日午

前５時までの時間をいう。以下同じ。）において常態として当該子の養

育をすることができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する

場合における当該職員を除く。）が当該子の養育」とあるのは「要介護

者のある職員が当該要介護者の介護」と、第２項及び前項中「小学校就

学の始期に達するまでの子のある職員が当該子の養育」とあるのは「要

介護者のある職員が当該要介護者の介護」と、第２項中「当該請求した

職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」と

あるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に

達するまでの子のある職員が当該子の養育」とあるのは「要介護者のあ

る職員が当該要介護者の介護」と読み替えるものとする。 

 

第17条 略 

 

 （配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第17条の２ 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員の配偶者

等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、

当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置（以下

「介護両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるとともに、

介護両立支援制度等の申告、請求又は申出（以下「請求等」という。）

に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなけれ

ばならない。 

（深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第７条 略 

２ 任命権者は、３歳に満たない期に達するまでの子のある職員が当該子

の養育をするために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理

するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第２

項に規定する勤務（災害その他避けることのできない事由に基づく臨時

の勤務を除く。次項において同じ。）をさせてはならない。 

３ 略 

４ 前３項の規定は、配偶者等で、負傷、疾病、老齢等により人事委員会

規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの（以下

「要介護者」という。）の介護をする職員について準用する。この場合

において、第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日午

前５時までの時間をいう。以下同じ。）において常態として当該子の養

育をすることができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する

場合における当該職員を除く。）が当該子の養育」とあるのは「要介護

者のある職員が当該要介護者の介護」と、第２項中「３歳に満たない達

するまでの子     子のある職員が当該子の養育」とあるのは「要

介護者のある職員が当該要介護者の介護」と、第２項中「当該請求した

職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」と

あるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に

達するまでの子のある職員が当該子の養育」とあるのは「要介護者のあ

る職員が当該要介護者の介護」と読み替えるものとする。 

 

第17条 略 
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附 則 

  この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達する日の属する年度

において、介護両立支援制度等その他の事項を知らせなければならな

い。 

 

 （勤務環境の整備に関する措置） 

第17条の３ 任命権者は、介護両立支援制度等の利用に係る請求等が円滑

に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 
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 第２２号議案 
 

    栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正について 
 

  栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成11年栃木県条例第31号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

別表第１（第２条、第３条関係） 

１～22の２ 略  

23 採石法（昭和25年法律第291号。以下この項におい

て「法」という。）に基づく事務のうち、次に掲げる

もの（電子的方法により行われる申請に係るものを除

く。） 

(1)0法第33条の規定による認可の申請の受理等 

(2)0法第33条の５第１項の規定による認可の申請の受

理等 

略 

24・24の２ 略 

25 砂利採取法（昭和43年法律第74号。以下この項にお

いて「法」という。）に基づく事務のうち、次に掲げ

るものあああああああああああああああああああああ

（砂利採取場の区域の全部又は一部が同法第16条第２

号に規定する河川区域等の区域内にある場合に係るも

の及び電子的方法により行われる申請に係るものを除

く。） 

(1)0法第16条の規定による認可の申請の受理等 

略 

別表第１（第２条、第３条関係） 

１～22の２ 略  

23 採石法（昭和25年法律第291号。以下この項におい

て「法」という。）に基づく事務のうち、同法第33条

及び第33条の５第１項の規定による認可の申請の受理

等   

略 

24・24の２ 略 

25 砂利採取法（昭和43年法律第74号。以下この項にお

いて「法」という。）に基づく事務のうち、同法第16

条及び第20条第１項の規定による認可の申請の受理等   

（砂利採取場の区域の全部又は一部が同法第16条第２

号に規定する河川区域等の区域内にある場合に係るも

の及び電子的方法により行われるもあああああのを除

く。） 

(1)0法第16条の規定による認可申請の受理等 

略 
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(2)0法第20条第１項の規定による認可の申請の受理等 

25の２～29 略 

29の２ 農地法（昭和27年法律第229号。以下この項に

おいて「法」という。）及び農業協同組合法等の一部

を改正する等の法律（平成27年法律第63号。以下この

項において「平成27年改正法」という。）に基づく事

務のうち、次に掲げるもの 

(1)～(8) 略 

(9)0法第49条第１項の規定による立入調査等（第１

号、第２号、第４号、第５号、第７号、 第13号、

第15号及び第16号に掲げる事務に係るものに限

る。） 

(10)・(11) 略 

(12) 法第50条の規定による報告の徴取（前各号及び

次号から第17号までに掲げる事務に係るものに限

る。） 

(13) 略 

(14) 法第51条第３項の規定による公表（前号に掲げ

る事務に係るものに限る。） 

(15) 法第51条第４項の規定による措置及び公告（第

13号に掲げる事務に係るものに限る。） 

(16) 法第51条第５項の規定による費用の徴収（前号

に掲げる事務に係るものに限る。） 

(17) 略 

略 

29の３ 租税特別措置法（昭和32年法律第26号。以下こ

の項において「法」という。）に基づく事務のうち、

次に掲げるもの（前項第１号、第２号、第４号、第５

号、第７号、第13号及び第15号に掲げる事務に係るも

のに限る。） 

(1)・(2)あ略 

略 

29の４ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法

律第58号。以下この項において「法」という。）に基

略 

(2)0法第20条第５項の規定による認可申請の受理等 

25の２～29 略 

29の２ 農地法（昭和27年法律第229号。以下この項に

おいて「法」という。）及び農業協同組合法等の一部

を改正する等の法律（平成27年法律第63号。以下この

項において「平成27年改正法」という。）に基づく事

務のうち、次に掲げるもの 

(1)～(8) 略 

(9)0法第49条第１項の規定による立入調査等（第１

号、第２号、第４号、第５号、第７号及び第13号か

ら第15号まで  に掲げる事務に係るものに限

る。） 

(10)・(11) 略 

(12) 法第50条の規定による報告の徴取（前各号及び

次号から第16号までに掲げる事務に係るものに限

る。） 

(13) 略 

(14) 法第51条第３項の規定による公表 

 

(14) 法第51条第３項の規定による措置及び公告（前

号 に掲げる事務に係るものに限る。） 

(15) 法第51条第４項の規定による費用の徴収（前号

に掲げる事務に係るものに限る。） 

(16) 略 

略 

29の３ 租税特別措置法（昭和32年法律第26号。以下こ

の項において「法」という。）に基づく事務のうち、

次に掲げるもの（前項第１号、第２号、第４号、第５

号、第７号、第13号及び第14号に掲げる事務に係るも

のに限る。） 

(1)・(2)あ略  

略 

29の４ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法

律第58号。以下この項において「法」という。）に基

略 
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附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

づく事務のうち、次に掲げるもの 

(1)～(4) 略 

(5)0法第16条第１項  の規定による勧告 

(6)0法第16条第２項  の規定による公表  

29の５～35の３ 略 

35の４ 都市再開発法（昭和44年法律第38号。以下この

項において「法」という。）、都市再開発法施行令

（昭和44年政令第232号。以下この項において「政

令」という。）及び都市再開発法施行規則（昭和44年

建設省令第54号。以下この項において「省令」とい

う。）に基づく事務のうち、次に掲げるもの（個人施

行者、市街地再開発組合又は再開発会社が施行する第

一種市街地再開発事業に係るものに限る。） 

(1)～(50) 略 

(51) 省令第39条第２項         の規定に

よる掲示及び掲載 

(52) 省令第39条第３項の規定による掲示及び掲載 

(53) 省令第39条第５項の規定による掲示及び掲載 

略 

35の５～36の２ 略 

37 建築基準法（昭和25年法律第201号。以下この項に

おいて「法」という。）、建築基準法施行令（昭和25

年政令第338号。以下この項において「政令」とい

う。）及び法の施行のための規則に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの 

(1)・(2) 略 

(3) 法第６条第１項の規定による確認の申請（電子的

方法により行われるものを除く。）の受理等 

(4)～(130) 略 

略 

37の２～42 略 

 
 

づく事務のうち、次に掲げるもの 

(1)～(4) 略 

(5)0法第15条の４第１項の規定による勧告 

(6)0法第15条の４第２項の規定による公表 

29の５～35の３ 略 

35の４ 都市再開発法（昭和44年法律第38号。以下この

項において「法」という。）、都市再開発法施行令

（昭和44年政令第232号。以下この項において「政

令」という。）及び都市再開発法施行規則（昭和44年

建設省令第54号。以下この項において「省令」とい

う。）に基づく事務のうち、次に掲げるもの（個人施

行者、市街地再開発組合又は再開発会社が施行する第

一種市街地再開発事業に係るものに限る。） 

(1)～(50) 略 

(51) 省令第39条第２項、第３項及び第５項の規定に

よる掲示ああああ 

 

 

略 

35の５～36の２ 略 

37 建築基準法（昭和25年法律第201号。以下この項に

おいて「法」という。）、建築基準法施行令（昭和25

年政令第338号。以下この項において「政令」とい

う。）及び法の施行のための規則に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの 

(1)・(2) 略 

(3) 法第６条第１項の規定による確認の申請（電子的

方法により行われるものを除く。）の受理等 

(4)～(130) 略 

略 

37の２～42 略  
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 第２３号議案 
 

    栃木県手数料条例の一部改正について 
 

  栃木県手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県手数料条例の一部を改正する条例 

  栃木県手数料条例（昭和31年栃木県条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

別表第１（第２条、第３条、第５条関係） 

？ 事 務 ？ ？ 金 額 ？ 

１～471の４0略 

4720宅地建物取引業法（昭和27年

法律第176号）第３条第１項の規

定に基づく宅地建物取引業の免

許の申請に対する審査  

33,000円（当該申請を情報通信技

術を活用した行政の推進等に関す

る法律第６条第１項の規定により

同項に規定する電子情報処理組織

を使用する方法により行う場合に

おける当該申請に係る審査にあっ

ては、26,500円） 

4730宅地建物取引業法第３条第３

項の規定に基づく宅地建物取引

業の免許の更新の申請に対する

審査 

33,000円（当該申請を情報通信技

術を活用した行政の推進等に関す

る法律第６条第１項の規定により

同項に規定する電子情報処理組織

を使用する方法により行う場合に

おける当該申請に係る審査にあっ

ては、26,500円） 

474～517 略 

備考 略 

別表第１（第２条、第３条、第５条関係） 

？ 事 務 ？ ？ 金 額 ？ 

１～471の４0略 

4720宅地建物取引業法（昭和27年

法律第176号）第３条第１項の規

定に基づく宅地建物取引業の免

許の申請に対する審査  

 

 

 

33,000円 

4730宅地建物取引業法第３条第３

項の規定に基づく宅地建物取引

業の免許の更新の申請に対する

審査 

 

 

 

33,000円 

474～517 略 

備考 略 
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    附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 ２ この条例の施行の日前に申請がなされている事務に係る手数料については、なお従前の例による。 
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 第２４号議案 
 

    栃木県子ども総合科学館条例の一部改正について 
 

  栃木県子ども総合科学館条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県子ども総合科学館条例の一部を改正する条例 

 栃木県子ども総合科学館条例（昭和63年栃木県条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

    附 則 

  この条例は、規則で定める日から施行する。 

改   正   後 改   正   前 

別表（第９条の２関係） 

区          分 大 人 小 人 

観覧料の基

準 額 

展 示 室 １人につき 
普通利用券 620円 230円 

年間利用券 3,650円 1,050円 

プラネタ

リ ウ ム 
１ 人 １ 回 に つ き 540円 200円 

遊具利用料

の 基 準 額 

自 転 車 １ 人 １ 時 間 に つ き 290円 170円 

略 

 備考 略 

別表（第９条の２関係） 

区          分 大 人 小 人 

観覧料の基

準 額 

展 示 室 １人につき 
普通利用券 530円 220円 

年間利用券 3,130円 1,030円 

プラネタ

リ ウ ム 
１ 人 １ 回 に つ き 220円 100円 

遊具利用料

の 基 準 額 

自 転 車 １ 人 １ 時 間 に つ き 220円 100円 

略 

 備考 略 
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 第２５号議案 
 

    栃木県民生委員定数条例の一部改正について 
 

  栃木県民生委員定数条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県民生委員定数条例の一部を改正する条例 

栃木県民生委員定数条例（平成26年栃木県条例第58号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

民生委員法（昭和23年法律第198号）第４条第１項の規定により、民生

委員の定数は、次の表の左欄に掲げる市町村の区域ごとに、それぞれ同表

の右欄に掲げるとおりとする。 

足利市 350人 

略 

佐野市 277人 

略 

日光市 238人 

小山市 306人 

略 

那須塩原市 227人 

略 

下野市 109人 

略 

下都賀郡壬生町 86人 

略 

  

民生委員法（昭和23年法律第198号）第４条第１項の規定により、民生

委員の定数は、次の表の左欄に掲げる市町村の区域ごとに、それぞれ同表

の右欄に掲げるとおりとする。 

足利市 347人 

略 

佐野市 275人 

略 

日光市 237人 

小山市 304人 

略 

那須塩原市 214人 

略 

下野市 108人 

略 

下都賀郡壬生町 85人 

略 
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附 則 

  この条例は、令和７年12月１日から施行する。 
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 第２６号議案 
 

    指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び指定介護予防サービス等の事業の人 
 
    員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める 
 

条例の一部改正について 
 

  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定  

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに  

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

  （指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正） 

第１条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和３年栃木県条例第23号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（人員、設備及び運営に関する基準） 

第４条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

は、次条及び第６条に定めるものを除くほか、指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号。以下

「省令」という。）（省令の改正に係る経過措置に関する規定を含

む。）の定めるところによる。この場合において、省令第39条第２項

（省令第39条の３及び第43条において準用する場合を含む。）、第82条

の２第２項、第104条の４第２項（省令第105条の３及び第109条におい

て準用する場合を含む。）、第118条の２第２項、第139条の３第２項

（省令第140条の13、第140条の15及び第140条の32において準用する場

合を含む。）、第154条の２第２項（省令第155条の12において準用する

場合を含む。）及び第215条第２項中「２年間」とあるのは「５年間

（第３号、第５号及び第６号に掲げる記録にあっては、２年間）」と、

（人員、設備及び運営に関する基準） 

第４条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

は、次条及び第６条に定めるものを除くほか、指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号。以下

「省令」という。）（省令の改正に係る経過措置に関する規定を含

む。）の定めるところによる。この場合において、省令第39条第２項

（省令第39条の３及び第43条において準用する場合を含む。）、第82条

の２第２項、第104条の４第２項（省令第105条の３及び第109条におい

て準用する場合を含む。）、第118条の２第２項、第139条の３第２項

（省令第140条の13、第140条の15及び第140条の32において準用する場

合を含む。）、第154条の２第２項（省令第155条の12において準用する

場合を含む。）及び第215条第２項中「２年間」とあるのは「５年間

（第３号、第５号及び第６号に掲げる記録にあっては、２年間）」と、
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  （指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等  

を定める条例の一部改正） 

第２条 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基  

準等を定める条例（令和３年栃木県条例第24号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

省令第53条の３第２項（省令第58条において準用する場合を含む。）及

び第90条の２第２項中「２年間」とあるのは「５年間（第２号、第４号

及び第５号に掲げる記録にあっては、２年間）」と、省令第73条の２第

２項中「２年間」とあるのは「５年間（第５号、第７号及び第８号に掲

げる記録にあっては、２年間）」と、省令第139条の３第２項（省令第

140条の13、第140条の15及び第140条の32において準用する場合を含

む。）、第154条の２第２項（省令第155条の12において準用する場合を

含む。）及び第192条の11第２項中「２年間」とあるのは「５年間（第

５号及び第６号に掲げる記録にあっては、２年間）」と、省令第191条

の３第２項中「２年間」とあるのは「５年間（第６号及び第７号に掲げ

る記録にあっては、２年間）」と、省令第192条の11第２項中「２年

間」とあるのは「５年間（第５号、第６号及び第８号に掲げる記録に

あっては、２年間）」と、省令第204条の２第２項（省令第206条におい

て準用する場合を含む。）中「２年間」とあるのは「５年間（第３号、

第６号及び第７号に掲げる記録にあっては、２年間）」とする。 

省令第53条の３第２項（省令第58条において準用する場合を含む。）及

び第90条の２第２項中「２年間」とあるのは「５年間（第２号、第４号

及び第５号に掲げる記録にあっては、２年間）」と、省令第73条の２第

２項中「２年間」とあるのは「５年間（第５号、第７号及び第８号に掲

げる記録にあっては、２年間）」と、省令第139条の３第２項（省令第

140条の13、第140条の15及び第140条の32において準用する場合を含

む。）、第154条の２第２項（省令第155条の12において準用する場合を

含む。）及び第192条の11第２項中「２年間」とあるのは「５年間（第

５号及び第６号に掲げる記録にあっては、２年間）」と、省令第191条

の３第２項中「２年間」とあるのは「５年間（第６号及び第７号に掲げ

る記録にあっては、２年間）」と、省令第192条の11第２項中「２年

間」とあるのは「５年間（第５号、第６号及び第８号に掲げる記録に

あっては、２年間）」と、省令第204条の２第２項（省令第206条におい

て準用する場合を含む。）中「２年間」とあるのは「５年間（第３号、

第６号及び第７号に掲げる記録にあっては、２年間）」とする。 

改   正   後 改   正   前 

（人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準） 

第４条 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準は、次条及び第６条に定めるものを除くほか、指定介護予防サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労

働省令第35号。以下「省令」という。）（省令の改正に係る経過措置に

関する規定を含む。）の定めるところによる。この場合において、省令

第54条第２項（省令第61条において準用する場合を含む。）、第92条第

２項及び第288条第２項中「２年間」とあるのは「５年間（第２号、第

（人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準） 

第４条 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準は、次条及び第６条に定めるものを除くほか、指定介護予防サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労

働省令第35号。以下「省令」という。）（省令の改正に係る経過措置に

関する規定を含む。）の定めるところによる。この場合において、省令

第54条第２項（省令第61条において準用する場合を含む。）、第92条第

２項及び第288条第２項中「２年間」とあるのは「５年間（第２号、第

 

114



 

    附 則 

  この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

４号及び第５号に掲げる記録にあっては、２年間）」と、省令第73条第

２項中「２年間」とあるのは「５年間（第５号、第７号及び第８号に掲

げる記録にあっては、２年間）」と、省令第83条第２項及び第122条第

２項、第141条第２項（省令第159条、第166条及び第185条において準用

する場合を含む。）及び第194条第２項（省令第210条において準用する

場合を含む。）中「２年間」とあるのは「５年間（第３号、第５号及び

第６号に掲げる記録にあっては、２年間）」と、省令第141条第２項

（省令第159条、第166条及び第185条において準用する場合を含

む。）、第194条第２項（省令第210条において準用する場合を含む。）

及び第261条第２項中「２年間」とあるのは「５年間（第５号及び第６

号に掲げる記録にあっては、２年間）」と、省令第244条第２項中「２

年間」とあるのは「５年間（第６号及び第７号に掲げる記録にあって

は、２年間）」と、省令第261条第２項中「２年間」とあるのは「５年

間（第５号、第６号及び第８号に掲げる記録にあっては、２年間）」

と、省令第275条第２項（省令第280条において準用する場合を含む。）

中「２年間」とあるのは「５年間（第２号、第５号及び第６号に掲げる

記録にあっては、２年間）」とする。 

４号及び第５号に掲げる記録にあっては、２年間）」と、省令第73条第

２項中「２年間」とあるのは「５年間（第５号、第７号及び第８号に掲

げる記録にあっては、２年間）」と、省令第83条第２項、あ第122条第

２項、第141条第２項（省令第159条、第166条及び第185条において準用

する場合を含む。）及び第194条第２項（省令第210条において準用する

場合を含む。）中「２年間」とあるのは「５年間（第３号、第５号及び

第６号に掲げる記録にあっては、２年間）」と、省令第141条第２項

（省令第159条、第166条及び第185条において準用する場合を含

む。）、第194条第２項（省令第210条において準用する場合を含む。）

及び第261条第２項中「２年間」とあるのは「５年間（第５号及び第６

号に掲げる記録にあっては、２年間）」と、省令第244条第２項中「２

年間」とあるのは「５年間（第６号及び第７号に掲げる記録にあって

は、２年間）」と、省令第261条第２項中「２年間」とあるのは「５年

間（第５号、第６号及び第８号に掲げる記録にあっては、２年間）」

と、省令第275条第２項（省令第280条において準用する場合を含む。）

中「２年間」とあるのは「５年間（第２号、第５号及び第６号に掲げる

記録にあっては、２年間）」とする。 
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 第２７号議案 
 

    認定こども園の認定の要件を定める条例の一部改正について 
 

  認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例 

認定こども園の認定の要件を定める条例（平成18年栃木県条例第50号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

別表（第３条関係） 

１・２ 略 

３ 施設設備 

(1)～(6) 略 

(7)1認定こども園は、当該認定こども園の子どもに食事を提供すると

きは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければなら

ない。ただし、満３歳以上の子どもに対する食事の提供について

は、次に掲げる基準を満たす場合に限り、当該認定こども園外で調

理し、搬入する方法により行うことができる。この場合において、

当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保

存等の調理の機能を有する設備を備えるときは、(3)の規定にかか

わらず、調理室を設けないことができる。 

ア 略 

イ 当該認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士又

は管理栄養士により献立等について栄養の観点からの指導が受け

られる等栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われるこ

と。 

ウ～オ 略 

(8)～(10)a略 

４～７ 略 

別表（第３条関係） 

１・２ 略 

３ 施設設備 

(1)～(6) 略 

(7)1認定こども園は、当該認定こども園の子どもに食事を提供すると

きは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければなら

ない。ただし、満３歳以上の子どもに対する食事の提供について

は、次に掲げる基準を満たす場合に限り、当該認定こども園外で調

理し、搬入する方法により行うことができる。この場合において、

当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保

存等の調理の機能を有する設備を備えるときは、(3)の規定にかか

わらず、調理室を設けないことができる。 

ア 略 

イ 当該認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士又

は管理栄養士により献立等について栄養の観点からの指導が受け

られる等栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われるこ

と。 

ウ～オ 略 

(8)～(10)a略 

４～７ 略 
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    附 則 

  この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

あ備考 略 あ備考 略 
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 第２８号議案 
 

    栃木県安心こども基金条例の一部改正について 
 

  栃木県安心こども基金条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県安心こども基金条例の一部を改正する条例 

栃木県安心こども基金条例（平成21年栃木県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

改   正   後 改   正   前 

（設置） 

第１条 国が県に交付する子育て支援対策臨時特例交付金により、保育所

の計画的な整備等を促進し、安心して子育てができる環境の整備を図る

ため、栃木県安心こども基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 

 附 則 

１ 略 

２ この条例は、令和12年６月30日限り、その効力を失う。 

（設置） 

第１条 国が県に交付する子育て支援対策臨時特例交付金により、保育所

の計画的な整備等を促進し、安心して子育てができる環境の整備を図る

ため、栃木県安心こども基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 

附 則 

１ 略 

２ この条例は、令和７年６月30日限り、その効力を失う。 
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 第２９号議案 
 

    栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関する条例の一部 
 

改正について 
 

  栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関する条例の一部を改正する条例を次のように 

定める。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関する条例の一部を改正する条例 

栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関する条例（平成29年栃木県条例第35号）の一 

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（委員の定数） 

第３条 政令第２条第５項の栃木県国民健康保険運営協議会の委員の定数

は、次の各号に定めるとおりとする。 

 (1)～(4) 略 

 

   附 則 

１ 略 

 （経過措置） 

２ 算定政令附則第４条第１項の規定が適用される場合における第８条か

ら第10条まで、第13条及び第14条の規定の適用については、これらの規

定のうち次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第８条 算定政令 算定政令附則第４条第１項の規定により

読み替えられた算定政令 

同項第１号 算定政令附則第４条第１項の規定により

読み替えられた算定政令第９条第４項第

（委員の定数） 

第３条 政令第３条第５項の栃木県国民健康保険運営協議会の委員の定数

は、次の各号に定めるとおりとする。 

 (1)～(4) 略 

 

   附 則 

１ 略 

 （経過措置） 

２ 算定政令附則第４条第１項の規定が適用される場合における第８条か

ら第10条まで、第13条及び第14条の規定の適用については、これらの規

定のうち次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第８条 算定政令 算定政令附則第４条第１項の規定により

読み替えられた算定政令 

同項第１号 算定政令附則第４条第１項の規定により

読み替えられた算定政令第９条第４項第
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    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

 

１号 

第９条 算定政令 算定政令附則第４条第１項の規定により

読み替えられた算定政令 

同項第１号に掲げ

る額を同項第２号 

算定政令附則第４条第１項の規定により

読み替えられた算定政令第９条第５項第

１号に掲げる額を算定政令附則第４条第

１項の規定により読み替えられた算定政

令第９条第５項第２号 

第10条 算定政令 算定政令附則第４条第１項の規定により

読み替えられた算定政令 

同項第１号 算定政令附則第４条第１項の規定により

読み替えられた算定政令第９条第６項第

１号 

第13条 算定政令 算定政令附則第４条第１項の規定により

読み替えられた算定政令 

同項第１号に掲げ

る額を同項第２号 

算定政令附則第４条第１項の規定により

読み替えられた算定政令第10条第３項第

１号に掲げる額を算定政令附則第４条第

１項の規定により読み替えられた算定政

令第10条第３項第２号 

第14条 算定政令 算定政令附則第４条第１項の規定により

読み替えられた算定政令 

同項第１号 算定政令附則第４条第１項の規定により

読み替えられた算定政令第10条第４項第

１号 

   
２・３ 略 

１号 

第９条 算定政令 算定政令附則第４条第１項の規定により

読み替えられた算定政令 

同項第１号に掲げ

る額を同項第２号 

算定政令附則第４条第１項の規定により

読み替えられた算定政令第９条第５項第

１号に掲げる額を算定政令附則第４条第

１項の規定により読み替えられた算定政

令第９条第５項第２号 

第10条 算定政令 算定政令附則第４条第１項の規定により

読み替えられた算定政令 

同項第１号 算定政令附則第４条第１項の規定により

読み替えられた算定政令第９条第６項第

１号 

第13条 算定政令 算定政令附則第４条第１項の規定により

読み替えられた算定政令 

同項第１号に掲げ

る額を同項第２号 

算定政令附則第４条第１項の規定により

読み替えられた算定政令第10条第３項第

１号に掲げる額を算定政令附則第４条第

１項の規定により読み替えられた算定政

令第10条第３項第２号 

第14条 算定政令 算定政令附則第４条第１項の規定により

読み替えられた算定政令 

同項第１号 算定政令附則第４条第１項の規定により

読み替えられた算定政令第10条第４項第

１号 

   
３・４ 略 
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 第３０号議案 
 

    県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例の一部改正について 
 

  県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例の一部を改正する条例 

 県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例（平成24年栃木県条例第52号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（布設工事監督者の資格） 

第４条 法第31条において準用する法第12条第２項の条例で定める資格

は、水道法施行令（昭和32年政令第336号。以下「政令」という。）第

５条に定めるところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（布設工事監督者の資格） 

第４条 法第31条において準用する法第12条第２項の条例で定める資格

は、次のとおりとする                     あ

５条に定めるところによる。 

(1)a学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学（短期大学を除く。

以下同じ。）の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生

工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大

学令（大正７年勅令第388号）による大学において土木工学科若しく

はこれに相当する課程を修めて卒業した後、２年以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者 

(2)a学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程におい

て衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業し

た後、３年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(3)a学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程を含

む。以下同じ。）若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治36年

勅令第61号）による専門学校において土木科又はこれに相当する課程

を修めて卒業した後（同法による専門職大学の前期課程にあっては、

修了した後）、５年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者 

(4)a学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令
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（水道技術管理者の資格） 

第５条 法第31条及び第34条第１項において準用する法第19条第３項の条

例で定める資格（１日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用

水道に係る資格を除く。）は、政令第７条に定めるところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（昭和18年勅令第36号）による中等学校において土木科又はこれに相

当する課程を修めて卒業した後、７年以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者 

(5)a10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者 

(6)a前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者として

規則で定める者 

 

（水道技術管理者の資格） 

第５条 法第31条及び第34条第１項において準用する法第19条第３項の条

例で定める資格（１日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用

水道に係る資格を除く。）は、次のとおりとする       。 

(1)a前条の規定による資格を有する者 

(2)a前条第１号、第３号及び第４号に規定する学校において土木工学以

外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれら

に相当する学科目を修めて卒業した後（学校教育法による専門職大学

の前期課程にあっては、修了した後）、同条第１号に規定する学校を

卒業した者については４年以上、同条第３号に規定する学校を卒業し

た者（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者）に

ついては６年以上、同条第４号に規定する学校を卒業した者について

は８年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(3)a10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(4)a前２号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者として

規則で定める者 

２ 法第34条第１項において準用する法第19条第３項の条例で定める資格

（１日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道に係る資格

に限る。）は、次のとおりとする。 

(1)a学校教育法による大学の土木工学科若しくはこれに相当する課程に

おいて衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した

後、又は旧大学令による大学において土木工学科若しくはこれに相当

する課程を修めて卒業した後、１年以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者 

(2)a学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程におい

て衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業し
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    附 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（政令が改正された場合の措置） 

第６条 政令第５条又は第７条の規定（これらの規定に基づく省令の規定

を含む。以下「資格関係規定」という。）が改正された場合における前

２条の規定の適用については、当該資格関係規定の改正の際の経過措置

の規定が定められたときにあっては当該経過措置の規定の例によること

とし、当該経過措置の規定が定められないときにあっては知事が定める

ところにより当該改正前の資格関係規定の例によることができる。 

 

第７条 略 

た後、１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者 

(3)a学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令

による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業

した後（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した

後）、２年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者 

(4)a学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令

による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業

した後、３年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有

する者 

(5)a第１号、第３号及び前号に規定する学校において土木工学以外の工

学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当

する学科目を修めて卒業した後（学校教育法による専門職大学の前期

課程にあっては、修了した後）、第１号に規定する学校を卒業した者

については２年以上、第３号に規定する学校を卒業した者（同法によ

る専門職大学の前期課程にあっては、修了した者）については３年以

上、前号に規定する学校を卒業した者については４年以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者 

(6)a５年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(7)a前２号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者として

規則で定める者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６条 略 
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  この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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 第３１号議案 
 

    栃木県建築基準条例の一部改正について 
 

  栃木県建築基準条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県建築基準条例の一部を改正する条例 

栃木県建築基準条例（昭和57年栃木県条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

改   正   後 改   正   前 

（災害危険区域内の建築制限） 

第５条 前条の規定により指定された災害危険区域内において、居室を有

する建築物を建築する場合には、当該建築物はその基礎及び主要構造部

が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であり、かつ、当該

居室の開口部が急傾斜地法第２条第１項に規定する急傾斜地（以下この

条において「急傾斜地」という。）に面していないものでなければなら

ない。ただし、当該建築物に係る急傾斜地について同条第３項に規定す

る急傾斜地崩壊防止工事がなされている場合その他崖崩れ による被害

を受けるおそれのない場合は、この限りでない。 

 

（一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する

制限の特例） 

第47条 法第86条の４各号   のいずれかに該当する建築物について第

20条第１号、第24条第１項、第26条及び第38条の規定を適用する場合に

おいては、法第86条の４第１号イ   に該当する建築物は耐火建築物

と、同号ロに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。 

（災害危険区域内の建築制限） 

第５条              災害危険区域内において、居室を有

する建築物を建築する場合には、当該建築物はその基礎及び主要構造部

が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であり、かつ、当該

居室の開口部が急傾斜地法第２条第１項に規定する急傾斜地（以下この

条において「急傾斜地」という。）に面していないものでなければなら

ない。ただし、当該建築物に係る急傾斜地について同条第３項に規定す

る急傾斜地崩壊防止工事がなされている場合その他がけ崩れによる被害

を受けるおそれのない場合は、この限りでない。 

 

（一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する

制限の特例） 

第47条 法第86条の４第１項各号のいずれかに該当する建築物について第

20条第１号、第24条第１項、第26条及び第38条の規定を適用する場合に

おいては、法第86条の４第１項第１号イに該当する建築物は耐火建築物

と、同号ロに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。 
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 第３２号議案 
 

    栃木県公立学校職員給与条例及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正について 
 

  栃木県公立学校職員給与条例及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県公立学校職員給与条例及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部を改正する条例 

（栃木県公立学校職員給与条例の一部改正） 

第１条 栃木県公立学校職員給与条例（昭和32年栃木県条例第34号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正） 

第２条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年栃木県条例第30号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） 

第13条の２ 第７条第３項から第10項まで及び第８条の３あああああああ

び第９条の３の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 

 

別表第３（第９条の２、第９条の３関係） 

区 分 
学  校  名 

小  学  校 中  学  校 

へ

き

地

学

校

等 

へき地学

校に準ず

る 学 校 

日光市立中宮祠小学校 

 

茂木町立逆川小学校 

日光市立中宮祠中学校 

 

 

略 

略 

    

（定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） 

第13条の２ 第７条第３項から第10項まで、 第８条の３、第９条の２及

び第９条の３の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 

 

別表第３（第９条の２、第９条の３関係） 

区 分 
学  校  名 

小  学  校 中  学  校 

へ

き

地

学

校

等 

へき地学

校に準ず

る 学 校 

日光市立中宮祠小学校 

日光市立小来川小学校 

茂木町立逆川小学校 

日光市立中宮祠中学校 

日光市立小来川中学校 

略 

略 
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改   正   後 改   正   前 

附 則 

 （職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 略 

２ 暫定再任用職員（改正法附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条

第１項若しくは第２項（これらの規定を改正法附則第９条第２項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により採用された職員

をいう。以下同じ。）（暫定再任用短時間勤務職員（地方公務員法（昭

和25年法律第261号）第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占

める暫定再任用職員をいう。以下同じ。）を除く。以下この項及び次項

において同じ。）の給料月額は、当該暫定再任用職員が同条第３項に規

定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職

員」という。）であるものとした場合に適用される職員の給与に関する

条例第５条第２項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄

に掲げる基準給料月額のうち、同条例第６条第２項の規定により当該暫

定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

３～９ 略 

 

（栃木県公立学校職員給与条例の一部改正に伴う経過措置） 

第３条 略 

２～５ 略 

６ 栃木県公立学校職員給与条例第７条第３項、第４項、第６項及び第８

項から第10項まで並びに第８条の３、第９条の２並びに第９条の３並び

に新学校給与条例第７条第５項及び第７項の規定は、暫定再任用職員に

は適用しない。 

７ 略 

 

（職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第５条 暫定再任用職員に対する第４条の規定による改正後の職員の退職

手当に関する条例（以下「新退職手当条例」という。）第２条第１項の

規定の適用については、同項中「（以下「職員」という。）」とあるの

は、「（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）附

附 則 

 （職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 略 

２ 暫定再任用職員（改正法附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条

第１項若しくは第２項（これらの規定を改正法附則第９条第３項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により採用された職員

をいう。以下同じ。）（暫定再任用短時間勤務職員（地方公務員法（昭

和25年法律第261号）第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占

める暫定再任用職員をいう。以下同じ。）を除く。以下この項及び次項

において同じ。）の給料月額は、当該暫定再任用職員が同条第３項に規

定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職

員」という。）であるものとした場合に適用される職員の給与に関する

条例第５条第２項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄

に掲げる基準給料月額のうち、同条例第６条第２項の規定により当該暫

定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

３～９ 略 

 

（栃木県公立学校職員給与条例の一部改正に伴う経過措置） 

第３条 略 

２～５ 略 

６ 栃木県公立学校職員給与条例第７条第３項、第４項、第６項及び第８

項から第10項まで、  第８条の３、第９条の２並びに第９条の３並び

に新学校給与条例第７条第５項及び第７項の規定は、暫定再任用職員に

は適用しない。 

７ 略 

 

（職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第５条 暫定再任用職員に対する第４条の規定による改正後の職員の退職

手当に関する条例（以下「新退職手当条例」という。）第２条第１項の

規定の適用については、同項中「（以下「職員」という。）」とあるの

は、「（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）附
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附 則 

 １ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 ２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に新たに定年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の４

第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。）及び暫定再任用職員（職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年栃

木県条例第30号）附則第２条第２項に規定する暫定再任用職員をいう。）（以下「再任用職員」という。）に対して適用されることとなる栃木県公

立学校職員給与条例第９条の３の規定は、施行日以後に同条第１項に規定する異動をした再任用職員又は施行日以後に同項に規定する学校の移転が

あった再任用職員について適用する。 

則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項（これ

らの規定を同法附則第９条第２項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）の規定により採用された職員を除く。以下「職員」とい

う。）」とする。 

２・３ 略 

 

（公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

第９条 暫定再任用職員に対する第16条の規定による改正後の公益的法人

等への職員の派遣等に関する条例第２条第２項の規定の適用について

は、同項第１号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期

を定めて任用される職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３

年法律第63号）附則第４条第１項又は第２項（これらの規定を同法附則

第９条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に

より採用される職員を除く。）」とする。 

則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項（これ

らの規定を同法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）の規定により採用された職員を除く。以下「職員」とい

う。）」とする。 

２・３ 略 

 

（公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

第９条 暫定再任用職員に対する第16条の規定による改正後の公益的法人

等への職員の派遣等に関する条例第２条第２項の規定の適用について

は、同項第１号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期

を定めて任用される職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３

年法律第63号）附則第４条第１項又は第２項（これらの規定を同法附則

第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に

より採用される職員を除く。）」とする。 
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 第３３号議案 
 

    学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について 
 

  学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例 

学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例（平成７年栃木県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第７条 略 

２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子

の養育をするために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理

するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第２

項に規定する勤務（災害その他避けることのできない事由に基づく臨時

の勤務を除く。次項において同じ。）をさせてはならない。 

３ 略 

４ 前３項の規定は、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他教育委員会

規則で定める者（以下「配偶者等」という。）で、負傷、疾病、老齢等

により教育委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障が

あるもの（以下「要介護者」という。）の介護をする職員について準用

する。この場合において、第１項中「小学校就学の始期に達するまでの

子（地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項の規定により子

に含まれるものとされる者を含む。以下第３項までにおいて同じ。）の

ある職員（職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。以下同じ。）で当該子の親であるものが、深夜（午後

10時から翌日午前５時までの時間をいう。以下同じ。）において常態と

して当該子の養育をすることができるものとして教育委員会規則で定め

（深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第７条 略 

２ 任命権者は、３歳に満たない        子のある職員が当該子

の養育をするために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理

するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第２

項に規定する勤務（災害その他避けることのできない事由に基づく臨時

の勤務を除く。次項において同じ。）をさせてはならない。 

３ 略 

４ 前３項の規定は、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他教育委員会

規則で定める者（以下「配偶者等」という。）で、負傷、疾病、老齢等

により教育委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障が

あるもの（以下「要介護者」という。）の介護をする職員について準用

する。この場合において、第１項中「小学校就学の始期に達するまでの

子（地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項の規定により子

に含まれるものとされる者を含む。以下第３項までにおいて同じ。）の

ある職員（職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。以下同じ。）で当該子の親であるものが、深夜（午後

10時から翌日午前５時までの時間をいう。以下同じ。）において常態と

して当該子の養育をすることができるものとして教育委員会規則で定め
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附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

る者に該当する場合における当該職員を除く。）が当該子の養育」とあ

るのは「要介護者のある職員が当該要介護者の介護」と、第２項及び前

項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子の養育」

とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者の介護」と、第２項中

「当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく

困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」、前項中「小学校

就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子の養育」とあるのは

「要介護者のある職員が当該要介護者の介護」と読み替えるものとす

る。 

 

第16条 略 

 

 （配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第16条の２ 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員の配偶者

等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、

当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置（以下

「介護両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるとともに、

介護両立支援制度等の申告、請求又は申出（以下「請求等」という。）

に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達する日の属する年度

において、介護両立支援制度等その他の事項を知らせなければならな

い。 

 

 （勤務環境の整備に関する措置） 

第16条の３ 任命権者は、介護両立支援制度等の利用に係る請求等が円滑

に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

る者に該当する場合における当該職員を除く。）が当該子の養育」とあ

るのは「要介護者のある職員が当該要介護者の介護」と、第２項中「３

歳に満たないああああああああああああ子のある職員が当該子の養育」

とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者の介護」と、第２項中

「当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく

困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学

校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子の養育」とあるのは

「要介護者のある職員が当該要介護者の介護」と読み替えるものとす

る。 

 

第16条 略 
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 第３４号議案 
 

    栃木県立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正について 
 

  栃木県立学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県立学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

栃木県立学校の設置及び管理に関する条例（昭和35年栃木県条例第40号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 栃木県立学校の授業料等に関する条例（昭和24年栃木県条例第10号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

改   正   後 改   正   前 

別表（第２条関係） 

 １ 中学校 

名    称 位 置 

栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校 略 

栃木県立とちぎ学びの夢学園 栃木市     

略 

 ２・３ 略 

別表（第２条関係） 

１ 中学校 

名    称 位 置 

栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校 略 

略 

 ２・３ 略 

改   正   後 改   正   前 

第１条 県立の中学校（栃木県立とちぎ学びの夢学園を除く。）に入学を

志願する者は、2,200円の入学考査料を納付しなければならない。 

２ 略 

第１条 県立の中学校（「栃木県立とちぎ学びの夢学園」を除くに入学を

志願する者は、2,200円の入学考査料を納付しなければならない。 

２ 略 
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 第３５号議案 
 

    栃木県収入証紙条例の廃止等について 
 

  栃木県収入証紙条例を廃止する等の条例を次のように定める。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県収入証紙条例を廃止する等の条例 

 （栃木県収入証紙条例の廃止） 

第１条 栃木県収入証紙条例（昭和25年栃木県条例第46号）は、廃止する。 

 （栃木県立学校の授業料等に関する条例の一部改正） 

第２条 栃木県立学校の授業料等に関する条例（昭和24年栃木県条例第10号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 （栃木県手数料条例の一部改正） 

第３条 栃木県手数料条例（昭和31年栃木県条例第１号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

第１条の２ 削除 第１条の２ 前条の入学考査料は、栃木県収入証紙をもって納付するもの

とする。ただし、地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３

第１項に規定する指定納付受託者に同法第231条の２の２の規定により

委託するものについては、この限りでない。 

改   正   後 改   正   前 

 

第３条 削除 

 

 

 

 

 

（手数料の徴収方法） 

第３条 県が徴収する手数料は、証紙徴収の方法によって徴収する。ただ

し、次に掲げる手数料については、この限りでない。 

(1)a別表第１の８の７の項から８の９の項まで、８の11の項、８の12の

項、55の２の項から55の４の項まで、125の項、126の項、303の項、

328の項から331の項まで、375の項、376の２の項、377の項、512の項

及び513の項の事務に係る手数料 
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（栃木県公害紛争処理条例の一部改正） 

第４条 栃木県公害紛争処理条例（昭和45年栃木県条例第46号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（栃木県立産業技術専門校条例の一部改正） 

第５条 栃木県立産業技術専門校条例（昭和47年栃木県条例第７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（栃木県立衛生福祉大学校条例の一部改正） 

第６条 栃木県立衛生福祉大学校条例（昭和59年栃木県条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 

 

 

 

別表第１（第２条、第５条関係）ああああ 

略 

備考 略 

(2)a地方自治法第231条の２の３第１項に規定する指定納付受託者が同

法第231条の２の２の規定による委託を受けた手数料（前号に掲げる

ものを除く。） 

 

別表第１（第２条、第３条、第５条関係） 

略 

備考 略 

改   正   後 改   正   前 

（手数料） 

第８条 略 

２・３ 略 

（手数料） 

第８条 略 

２・３ 略 

４ 第１項及び前項の手数料は、栃木県収入証紙により納めなければなら

ない。ただし、地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第

１項に規定する指定納付受託者に同法第231条の２の２の規定により委

託するものについては、この限りでない。 

改   正   後 改   正   前 

（入校試験料） 

第９条 略 

 

（入校試験料） 

第９条 略 

２ 前項の入校試験料は、栃木県収入証紙により納付するものとする。た

だし、地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項に規

定する指定納付受託者に同法第231条の２の２の規定により委託するも

のについては、この限りでない。 

133



 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（栃木県農業大学校条例の一部改正） 

第７条 栃木県農業大学校条例（昭和59年栃木県条例第28号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（栃木県警察関係手数料条例の一部改正） 

第８条 栃木県警察関係手数料条例（平成12年栃木県条例第12号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（入学試験料） 

第６条 略 

 

（入学試験料） 

第６条 略 

２ 前項の入学試験料は、栃木県収入証紙により納付するものとする。た

だし、地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項に規

定する指定納付受託者に同法第231条の２の２の規定により委託するも

のについては、この限りでない。 

改   正   後 改   正   前 

（入学試験料） 

第５条 略 

（入学試験料） 

第５条 略 

２ 前項の入学試験料は、栃木県収入証紙により納付するものとする。た

だし、地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項に規

定する指定納付受託者に同法第231条の２の２の規定により委託するも

のについては、この限りでない。 

改   正   後 改   正   前 

 

 

 

 

 

 

 

（手数料の徴収方法） 

第13条 県が徴収する手数料は、証紙徴収の方法によって徴収する。ただ

し、次に掲げる手数料については、この限りでない。 

 (1)a第８条第１項の表１の項及び第９条の表２の項に係る手数料 

 (2)a地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項に規定

する指定納付受託者が同法第231条の２の２の規定による委託を受け

た手数料（前号に掲げるものを除く。） 
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（栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例の一部改正） 

第９条 栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例（平成14年栃木県条例第61号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

    附 則 

  （施行期日） 

 １ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

  （経過措置） 

 ２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に第１条の規定による廃止前の栃木県収入証紙条例（以下「旧証紙条例」という。）第６条の 

規定により売りさばかれた栃木県収入証紙（消印、汚染又は毀損があるものを除く。以下「売りさばき済証紙」という。）は、令和９年３月31日ま 

での間は、なお従前の例により使用することができる。 

３ 次項の場合を除き、売りさばき済証紙を保有する者は、令和13年３月31日までの間は、これを知事に返還して当該売りさばき済証紙の証紙面金額 

に相当する金額の還付を受けることができる。 

４ 施行日の前日において旧証紙条例第６条に規定する指定人である者は、旧証紙条例第８条の規定により買い受けた栃木県収入証紙（消印、汚染又 

は毀損があるものを除く。）を施行日以後遅滞なく知事に返還しなければならない。この場合において、知事は、令和13年３月31日までの間に返還 

した者に対し、規則で定める金額を還付するものとする。 

 

第13条～第15条 略 

 

第14条～第16条 略 

改   正   後 改   正   前 

（使用料） 

第10条 略 

 

 

 

 

 

 

２ 略 

（使用料） 

第10条 略 

２ 使用料は、栃木県収入証紙により納付しなければならない。ただし、

次に掲げる使用料については、この限りでない。 

(1)?技術支援センターの有料施設等の利用に係る使用料 

(2)?地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項に規定

する指定納付受託者に同法第231条の２の２の規定により委託する使

用料（前号に掲げるものを除く。） 

３ 略 
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 第３６号議案 
 

    市町村が負担する金額について 
 

 

  地方財政法（昭和23年法律第109号）第27条の規定により、令和７年度において県が行う建設事業に要する経費について、市町村が負担する金額を次 

 

のとおり定めるものとする。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 

事 業 名 負 担 市 町 村 名 事 業 費 負 担 額 

 

防 災 情 報 シ ス テ ム 整 備 事 業 費 

 

宇 都 宮 市 

              円 

 

              円 

5,005,000 

足 利 市  5,005,000 

栃 木 市  5,005,000 

佐 野 市  5,005,000 

鹿 沼 市  5,005,000 

日 光 市  5,005,000 

小 山 市  5,005,000 

真 岡 市  5,005,000 

大 田 原 市  5,005,000 

136



 

事 業 名 負 担 市 町 村 名 事 業 費 負 担 額 

  

矢 板 市 

              円 

 

              円 

5,005,000 

那 須 塩 原 市  5,005,000 

さ く ら 市  5,005,000 

那 須 烏 山 市 250,250,000 5,005,000 

下 野 市  5,005,000 

上 三 川 町  5,005,000 

益 子 町  5,005,000 

茂 木 町  5,005,000 

市 貝 町  5,005,000 

芳 賀 町  5,005,000 

壬 生 町  5,005,000 

野 木 町  5,005,000 

塩 谷 町  5,005,000 

高 根 沢 町  5,005,000 

那 須 町  5,005,000 
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事 業 名 負 担 市 町 村 名 事 業 費 負 担 額 

  

那 珂 川 町 

              円 

 

              円 

5,005,000 
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 第３７号議案 
 

    県道路線の変更について 
 

 

  道路法（昭和27年法律第180号）第10条第２項の規定に基づき、次の路線を変更したいので、同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 

 

整理番号 旧新別  路     線     名  

 起           点  

重 要 な 経 過 地 備     考 

 終           点  

233 

旧 小 川 大 金 停 車 場 線 

那 須 郡 那 珂 川 町 小 川 

                            

那 須 烏 山 市  大 金 停 車 場 

新 小 川 田 野 倉 線 

那 須 郡 那 珂 川 町 小 川 

  

那 須 烏 山 市 田 野 倉 
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 第３８号議案 
 

    包括外部監査契約の締結について 
 

 

  次のとおり契約を締結するものとする。 

 

   令 和 ７ 年 ２ 月 1 8日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 

 １ 契 約 の 目 的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

 

 ２ 契 約 の 始 期 令和７年４月１日 

 

 ３ 契 約 金 額 16,016,000円以内 

 

 ４ 費 用 の 支 払 方 法 概算払とし、四半期ごとの支払 

 

 ５ 契 約 の 相 手 方 宇都宮市一番町３番17号     福   田       栄 

 

 ６ 契約の相手方の資格 公認会計士 
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